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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和２年３月１１日（水）午前１０時   開会 

              午後４時２４分 散会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 楢村 一臣   委  員 安藤  薫  

  委  員 村上 英明 委  員 渡辺 慎吾   委  員 三好 俊範 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山 一正  教育長 箸尾谷知也 

教育次長兼教育総務部長 北野 人士  同部参事 野本 憲宏 

同部参事兼生涯学習課長 早 川  茂  教育政策課長 松田 紀子 

学校教育課長 河平 浩一  学校教育課参事 山根 隆寛 

学校教育課長代理 井上 良太  教育支援課長兼教育センター所長 大﨑 貴子 

次世代育成部長 小林 寿弘   同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎 

家庭児童相談課長 木下 伸記  こども教育課長 浅田 明典 

上下水道部長 山 口  猛   

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 溝口 哲也  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和２年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第 ９号 令和元年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

  議案第 ２号 令和２年度摂津市水道事業会計予算 

  議案第１０号 令和元年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号） 

  議案第 ３号 令和２年度摂津市下水道事業会計予算 

  議案第１１号 令和元年度摂津市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第２３号 摂津市監査委員に関する条例及び摂津市水道事業及び下水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分（第２条
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（摂津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

に関する部分） 

議案第１９号 摂津市立認定こども園条例制定の件 

議案第３３号 摂津市立幼稚園条例を廃止する条例制定の件 
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（午前１０時 開会） 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、ただいま

から文教上下水道常任委員会を開会いた

します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 先日の代表質問に続きまして、文教上下

水道常任委員会をお持ちいただきまして、

大変ありがとうございます。 

 本日は、さきの本会議で当常任委員会に

付託されました案件についてご審査を賜

りますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

 一旦退席させていただきます。 

○嶋野浩一朗委員長 挨拶が終わりまし

た。 

 本日の委員会記録署名委員は、渡辺委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しております案のとおり行うことに異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 異議なしと認め、そ

のように決定します。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 北野教育次長。 

○北野教育次長 それでは、議案第１号 

令和２年度摂津市一般会計当初予算のう

ち、教育総務部が所管しております事項に

つきまして、目を追って、その主な内容に

ついて補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３２ページ、

款１４使用料及び手数料、項１使用料、目

６教育使用料は、学校体育施設使用料及び

公民館使用料などでございます。 

 ３８ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目５教育費国庫補助金は、理科

教育等整備費補助金でございます。 

 ４０ページ、項３委託金、目３教育費委

託金は、学力向上基盤構築調査委託金でご

ざいます。 

 ４６ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目８教育費府補助金は、スクールソ

ーシャルワーカー配置事業補助金などで

ございます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入は、小学校給食費負担金などでご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございますが、１１

６ページ、款３民生費、項２児童福祉費、

目３児童福祉施設費は、市立保育所の管理

運営にかかる経費でございます。 

 １６８ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目１教育委員会費は、教育委員にか

かる経費でございます。 

 目２事務局費は、教育委員会事務局の運

営全般にかかる経費でございます。 

 １７２ページ、目３教育センター費は、

教育センターの維持管理にかかる経費で

ございます。 

 １７４ページ、目４教育指導費は、学校

マネジメント支援事業や特別支援教育推

進事業などにかかる経費でございます。 

 １７６ページ、目５人権教育指導費は、

人権教育などにかかる経費でございます。 

 項２小学校費、目１学校管理費は、小学

校１０校の施設維持管理にかかる経費で

ございます。 
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 １７８ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入にかかる経費でございます。 

 目３保健衛生費は、小学校保健事業及び

小学校健診事業などにかかる経費でござ

います。 

 １８０ページ、目４学校給食費は、小学

校給食にかかる経費でございます。 

 目５支援学級費は、小学校支援学級運営

事業にかかる経費でございます。 

 １８２ページ、項３中学校費、目１学校

管理費は、中学校５校の施設維持管理など

にかかる経費でございます。 

 １８４ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入にかかる経費などでござい

ます。 

 目３保健衛生費は、中学校保健事業及び

中学校健診事業などにかかる経費でござ

います。 

 目４学校給食費は、中学校給食にかかる

経費でござい ます。 

 １８６ページ、目５支援学級費は、中学

校の支援学級運営事業にかかる経費でご

ざいます。 

 項４幼稚園費、目１幼稚園管理費は、幼

稚園３園の施設維持管理などにかかる修

繕費でございます。 

 １９０ページ、項５社会教育費、目１社

会教育総務費は、摂津市史編さん事業や学

校体育施設開放事業など、社会教育事務に

かかる経費でございます。 

 目２青少年対策費は、青少年指導事業や

こどもフェスティバル開催事業などにか

かる経費でございます。 

 １９２ページ、目３公民教育費は、生涯

学習フェスティバル開催事業などにかか

る経費でございます。 

 １９４ページ、目４公民館費は、公民館

５館の施設維持管理などにかかる経費で

ございます。 

 １９６ページ、目５文化財保護費は、文

化財保護にかかる経費でございます。 

 項６図書館費、目１図書館総務費は、摂

津市民図書館等協議会にかかる経費でご

ざいます。 

 目２図書館管理費は、市民図書館及び鳥

飼図書センターの施設維持管理などにか

かる経費でございます。 

 以上、教育総務部が所管しております令

和２年度摂津市一般会計歳入歳出予算に

ついての補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号 令和元年度摂

津市一般会計補正予算（第４号）のうち、

教育総務部が所管しております事項につ

きまして、目を追って補足説明をさせてい

ただきます。 

 初めに、補正予算書６ページにございま

す第２表、繰越明許費をご参照ください。 

 款９教育費、項１教育総務費、研修用Ｐ

Ｃネットワーク環境整備事業、項２小学校

費、小学校施設改修事業及び小学校情報通

信ネットワーク環境整備事業、項３中学校

費、中学校施設改修事業及び中学校情報通

信ネットワーク環境整備事業につきまし

ては、いずれも、国の補正予算に伴い、本

市の補正予算に歳入歳出予算を計上する

とともに、その全額を繰り越しいたすもの

でございます。 

 次に、増額補正の主なものについて、ご

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、１６ページ、

款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目６

教育費国庫補助金は、国からの内示に伴う

学校施設環境改善交付金及び国の補正に

伴う情報通信ネットワーク環境施設整備

事業費補助金でございます。 

 次に、２０ページ、款１８寄附金、項１
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寄附金、目１寄附金は、教育に対します指

定寄附金でございます。 

 次に、歳出でございますが、５０ページ、

款９教育費、項２教育総務費、目３教育セ

ンター費は、児童・生徒一人一台端末の実

現に向け、ＯＡ機器管理事業にかかる教職

員研修用ＰＣネットワーク整備委託料を

計上いたすものでございます。 

 項２小学校費、目１学校管理費は、小学

校教育用コンピューター事業にかかる情

報通信ネットワーク環境施設整備委託料、

また、小学校施設改修事業にかかる小学校

屋内運動場改修工事及び小学校トイレ改

修工事にかかる経費を計上いたすもので

ございます。 

 ５２ページ、項３中学校費、目１学校管

理費は、小学校と同様に、情報通信ネット

ワーク環境施設整備及び中学校トイレ改

修工事にかかる経費を計上いたすもので

ございます。 

 以上、令和元年度一般会計補正予算（第

４号）の補足説明とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗委員長 小林次世代育成部

長。 

○小林次世代育成部長 おはようござい

ます。 

 議案第１号 令和２年度摂津市一般会

計当初予算のうち、次世代育成部が所管い

たします事項につきまして、予算書の事項

別明細書の目を追って、その主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、２８ページ

をお開きください。 

 款１３分担金及び負担金、項１負担金、 

目１民生費負担金は、市立保育所・私立保

育園保育料、通所給付費負担金などでござ

います。 

 ３０ページ、款１４使用料及び手数料、 

項１使用料、目２民生使用料は、子育て総

合支援センター遊戯室使用料などでござ

います。 

 ３２ページ、目６教育使用料は、学童保

育室保育料でございます。 

 ３４ページから３６ページ、款１５国庫

支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫

負担金は、私立保育園等の運営に対する教

育保育給付費負担金、通所支援等負担金、

児童手当負担金、児童扶養手当負担金など

でございます。 

 目２衛生費国庫負担金は、未熟児の入院

にかかる養育医療費負担金でございます。 

 ３６ページから３８ページ、項２国庫補

助金、目２民生費国庫補助金は、児童虐待・

ＤＶ対策等総合支援事業費補助金、子ど

も・子育て支援交付金、保育所等整備交付

金などでございます。 

 ３８ページから４０ページ、目５教育費

国庫補助金は、支援教育就学奨励費補助金

などでございます。 

 ４２ページ、款１６府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金は、私立保育園

等の運営費に対する教育・保育給付費負担

金、通所支援等負担金、児童手当負担金な

どでございます。 

 目２衛生費府負担金は、養育医療費負担

金でございます。 

 ４４ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金は、子ども・子育て支援交付金、

大阪府新子育て支援交付金、ひとり親家庭

及び子どもに対する医療費補助金などで

ございます。 

 ４６ページ、目８教育費府補助金は、わ

くわく広場などに対する教育コミュニテ

ィづくり推進事業費補助金でございます。 

 ４８ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入は、私立認定
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こども園への建物貸付収入でございます。 

 ５２ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目１奨学資金貸付金元金収入は、

奨学資金貸付金の償還金でございます。 

 ５８ページ、項４雑入、目２雑入は、市

立保育所にかかる職員等給食費負担金、児

童主食費負担金、市立幼稚園預かり保育料、

養育医療にかかる子ども医療費からの返

還金などでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、まず

民生費についてご説明いたします。 

 １１４ページから１１６ページの款３

民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総

務費は、市立児童センター及び市立児童発

達支援センターの運営委託料、つどいの広

場に対する地域子育て支援拠点事業補助

金、児童発達支援事業等にかかる通所給付

費、児童福祉施設整備費補助金、私立保育

園等の運営に対する教育保育給付費負担

金などでございます。 

 １１６ページ、目２児童措置費は、児童

手当及び児童扶養手当の扶助費などでご

ざいます。 

 １１６ページから１２０ページ、目３児

童福祉施設費は、市立保育所の施設管理運

営にかかる経費、子育て総合支援センター

遊戯室開放委託料、私立保育園等への障害

児保育補助金などでございます。 

 目４ひとり親家庭福祉費は、ひとり親家

庭の自立支援にかかる経費などでござい

ます。 

 目５子ども医療助成費は、子どもに対す

る医療費助成にかかる経費でございます。 

 目６ひとり親家庭医療助成費は、ひとり

親家庭に対する医療費助成にかかる経費

でございます。 

 続きまして、衛生費についてご説明いた

します。 

 １２６ページから１２８ページ、款４衛

生費、項１保健衛生費、目３母子衛生費は、

未熟児の入院にかかる養育医療費給付金

などでございます。 

 続きまして、教育費についてご説明いた

します。 

 １６８ページから１７２ページ、款９教

育費、項１教育総務費、目２事務局費は、

私立高等学校等学習支援金などでござい

ます。 

 １７８ページ、項２小学校費、目２教育

振興費及び１８４ページ、項３中学校費、

目２教育振興費は、要保護及び準要保護の

児童・生徒に対する扶助費などでございま

す。 

 １８６ページから１８８ページ、項４幼

稚園費、目１幼稚園管理費は、市立幼稚園

及びべふこども園の施設管理運営にかか

る経費でございます。 

 １８８ページ、目２教育振興費は、私立

幼稚園園児の保護者に対する施設等利用

給付費負担金でございます。 

 １９０ページから１９２ページ、項５社

会教育費、目２青少年対策費は、３校の委

託実施校を含む学童保育室及び放課後子

ども教室の運営にかかる経費などでござ

います。 

 以上、次世代育成部が所管いたします令

和２年度一般会計歳入歳出予算について

の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号 令和元年度度

摂津市一般会計補正予算（第４号）のうち、

次世代育成部にかかる事項につきまして

補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書３６ページ、歳出をお開きく

ださい。 

 款３民生費、項２児童福祉費、目１児童

福祉総務費は、過年度の子ども・子育て支
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援交付金などの返還金でございます。その

ほか、事業を精査し、不用額を減額いたし

ております。 

 以上、令和元年度摂津市一般会計補正予

算（第４号）の補足説明とさせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 おはようございます。 

 それでは、質問させていただきます。 

 まず一つ目、一般会計予算書歳入の４０

ページです。 

 教育費委託金、学力向上基盤構築調査委

託金というのが入っております。こちらの

活用や中身についてお伺いしたいです。 

 あわせまして、４８ページのカリキュラ

ム・マネジメント調査研究事業費委託金、

こちらも内容について教えてください。 

 続きまして、歳出の１７８ページです。 

 教育費、小学校費の学校管理費の小学校

基礎調査・基本構想検討業務委託料４４１

万８，０００円ですね。この内容について

教えてください。 

 その下の既存不適格等是正調査委託料

９６万６，０００円についても、あわせて

教えてください。 

 続きまして、１８８ページです。 

 通園バス委託料につきまして、こども園

化していくということで、通園バスをどん

どんなくしていくという話を以前からさ

れております。今後、せっつ幼稚園もこど

も園化していくと聞いております。前回も

質問しましたが、せっつ幼稚園でバスをな

くした際に、送り迎えによる車の通行、停

車位置についてどうするのか、かなり危な

い状況じゃないかと思うのですが、その後

の調査、解決策等は見つかっているのか教

えてください。 

 続きまして、予算概要に入ります。１１

２ページです。 

 学校教育課のスクールロイヤー活用事

業について、こちらも内容について教えて

ください。 

 学校教育課にかかわってくることだと

思うのですが、新型コロナウイルスで授業

が停止しておりますが、休校中の分のカリ

キュラムについて、どのような進行になる

のかあわせて教えていただければなと思

います。 

 続きまして、１２０ページ、教育政策課

の中学校給食事業について。 

 代表質問でも聞きましたけども、喫食率

１０％に至るまで、このままいけば、あと

１４年かかる計算となっておりますけど

も、どういうお考えなのか教育長にお話し

いただければなと思います。 

 続きまして、１２６ページ、生涯学習課

についてです。 

 新型コロナウイルスの影響でイベント

の準備不足等々が考えられるのかという

ことをお聞きしたいのと、あとイベントの

自粛を市が発表した後に、こどもフェステ

ィバルの会議が開かれたと思うのです。そ

の会議を開催する判断基準は何だったの

か、教えていただければなと思います。 

 続きまして、同じページの成人祭につい

てです。 

 今回バルーンアートを使って、お金をな

るべく使わず、頭を使って対応してくれた

こと、少しでも思い出づくりになるように

やってもらったこと大変評価していると

ころですけども、課長の現場での所感とし

てはどのようなものだったのか、今後どう

していくのか、あわせて教えていただけれ

ばなと思います。 
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 続きまして、１３０ページ、公民館施設

改修事業について。 

 改修内容について、改めてお聞きいたし

たいです。 

 続きまして、１２６ページの子育て支援

課の分に戻りますが、学童保育について、

お伺いしたいですが、新型コロナウイルス

によって、かなり労働時間がふえているの

じゃないかと思いますけども、現場の声と

しては、一体どのようなもので、理事者側

としてはどのようにとらえてらっしゃる

のか、あと、また延長保育も予定されてお

りますけども、それは予定どおり行えそう

なのか、あわせてお伺いしたいです。 

 子育て支援課につきまして、この新型コ

ロナウイルスに関してですけども、もう一

度おききします。代表質問でもしましたが、

求職希望の親が託児保育所を入所希望さ

れて、入所したときに、４月から９０日以

内に就職をしないと、強制退所の対象にな

るという形の制度になっていると思うの

ですが、今回、新型コロナウイルスで就職

活動がなかなか厳しいご家庭もあるのじ

ゃないかと思います。そういったところを

配慮してもらうよう、代表質問では要望い

たしましたが、その対応をどう考えてらっ

しゃるのかと、新型コロナウイルスのせい

で、保護者、子ども、それと保育所で働く

方に、何か弊害が起こり得るのか、現状把

握していることで教えていただければな

と思います。 

 先ほどの繰り返しになりますが、学校教

育課についても、そのようなことは何かあ

るのか教えていただければなと思います。 

 続きまして、補正予算の１６ページです。 

 ＧＩＧＡスクールの分ですけども、情報

通信ネットワーク環境施設整備費補助金

が国庫補助金として入っています。あわせ

まして、２２ページの市債で小・中学校情

報通信ネットワーク環境整備事業債、合計

で３億４，０００万円ほどですかね。いま

一度、内容の確認と今後のスケジュールは

どういうふうになるのか教えていただけ

ればなと思います。 

 続きまして、５１ページです。 

 研修用ＰＣネットワーク整備委託料、こ

ちらも補足説明がありましたが、いま一度、

詳しい内容の確認と、こちらについては、

補助金等は出ていないのか教えていただ

ければなと思います。 

 続きまして、支出のほうで、５０ページ

のこれも同じ分になるのですけども、小学

校の情報通信ネットワーク環境施設整備

委託料と５２ページの中学校の情報通信

ネットワーク環境施設整備委託料なので

すが、足すと３億４，３９２万５，０００

円ですかね。補助金と市債を足した金額よ

りも１６１万３，０００円多いのですが、

支出のほうがこれ多くなっている理由と

しては、どういったことが考えられるのか

教えていただければなと思います。 

 続きまして、５０ページにもあります小

学校の電話機交換業務委託料と５２ペー

ジの中学校の電話機交換業務委託料は、前

回も補正で下げていたと思うのですけど

も、なぜ今回も下がったのかお教えいただ

ければなと思います。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、答弁をお

願いいたします。 

 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわる内容について、お答えします。 

 まず、学力向上の基盤づくり、調査研究

事業の内容についてですが、昨今、国では

読解力や家庭学習習慣の定着等に課題が
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あると言われてきております。そこで、読

解力の言語能力や情報活用能力の育成に

向けて、文部科学省の委託事業である本事

業を国から府、府から市へ再委託を受けて、

実施いたします。 

 内容としましては、研究実践校を指定し

まして、基礎的な読解力、また、情報を正

しく読み取る力をつける授業実践を行っ

ていくような内容となっています。 

 続いて、カリキュラム・マネジメント調

査研究業者の内容について、カリキュラ

ム・マネジメントというのは、教科横断的

な視点や、ＰＤＣＡサイクルを機能させた

改善、今ある、学校にある資源を有効的に

活用していくということがカリキュラム・

マネジメントの視点となっております。そ

ちらの視点を考慮して、組織的に、計画的

に学校の教育活動を高めていこうという

内容です。その実践校を指定してやってい

くという内容になっております。 

 続きまして、スクールロイヤーの事業内

容についてですが、こちらについてですが、

各学校で起きる問題というのは、いじめ等、

事案等も含めてさまざまな問題がござい

ます。そういうさまざまなトラブルが深刻

な状態に陥ることのないように未然に防

ぐということや、早期解決につなげていく

ためにも、法的な根拠を持ったスクールロ

イヤーへ相談をしていくという事業とな

っております。 

 続いて、新型コロナウイルスによる休業

について。休んだときのカリキュラム、未

学習となった内容についての対応につい

てですが、現在、各学校で未学習の内容が

どのぐらいあるか調査しているところで

す。その対応としまして、今後、例えば次

年度、新学期に、各学校の行事の工夫とか、

そういったもので乗り切れるのか、もしく

は例えば事業時間数をふやさないと対応

できないのか、もしくは夏季休業の短縮や、

そういった必要があるのかというのを各

学校の状況を見て相談しながら、一定市と

して方針を決めていきたいなと考えてお

ります。 

 そして、補正予算のＧＩＧＡスクールの

件の整備内容とスケジュールについてで

すが、こちらについては、まず内容としま

しては、このＧＩＧＡスクール構想という

のは大きく二つございます。一つは、一斉

に例えばタブレット端末を普通教室全教

室で使ったとしても対応できる校内ネッ

トワークを構築していきましょうという

内容です。その内容としましては、各教室

にアクセスポイントを設置して、高速ネッ

トワーク通信が可能になる１０ギガのＬ

ＡＮ環境を設備していくことでございま

す。もう一つが、児童・生徒一人一人に対

してタブレット端末を配備していくとい

うものになっております。スケジュールと

しましては、先ほどの校内ＬＡＮの整備が、

こちらの補正予算を活用させていただい

て令和２年度中の整備とします。端末のほ

うは、令和３年度から順次追って令和５年

度までに一人１台の配備にしていきたい

と考えております。 

 あと、研修用ＰＣの活用についてですが、

こちらについては補助金の対象とはなっ

ておりません。こちらについて各学校でま

だ指導用のＰＣ等が十分に整っていない

部分がありますので、それについて配備し

ていくという内容です。 

 あと１点の部分は、もう少しお時間をい

ただいてよろしいですかね。 

○嶋野浩一朗委員長 続いてお願いしま

す。 

 松田課長。 



- 10 - 

 

○松田教育政策課長 それでは、小学校基

礎調査・基本構想検討業務委託料及び既存

不適格等是正調査委託料についてご答弁

を申し上げます。 

 まずは、小学校基礎調査につきましては、

対象となりますのが千里丘小学校につい

てでございます。千里丘小学校につきまし

ては、千里丘新町がまちびらきをして以来、

徐々に児童数がふえてきております。現在、

令和元年１０月時点の住基上では３２１

名の児童がおりますが、今後の住基上での

計算では、５年後には５００人を越える次

第でございます。今年度につきましても、

健都のマンションにまだ最後の入居がご

ざいます。また、今後の開発等も考えられ

ることから、増築ができるのか等、千里丘

小学校の狭い敷地面積で、日影規制であっ

たり建築基準法等であったりを調べさせ

ていただいて、構想の案を検討する資料と

させていただく予定でございます。 

 もう１点、既存不適格等是正調査委託料

についてでございます。現在、市内に１５

小・中学校がございますが、いずれも老朽

化をしております。今後、何か改修工事を

する、あるいは何かプラスの工事をする、

そういった場合に、大阪府のほうに出させ

ていただく建築確認申請がスムーズに許

可されるように、まずは全校、既存不適格

の調査をさせていただきたいと考えてお

ります。 

 次に、電話機の委託業務についてでござ

います。こちらにつきましては、令和元年

度の予算を取っていたところでございま

すが、平成３０年度中に、働き方改革等も

見据え、全部の学校で電話機の設置をさせ

ていただいたため、今年度については執行

なしということで減額をさせていただい

ております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課に係りますご質問にお答えいたし

ます。 

 初めに、通園バスについてでございます。

せっつ幼稚園につきましては、令和４年度

に民営化するとともに通園バスを廃止す

る予定でございます。基本的には、車での

送迎というのはご遠慮していただくお願

いになるかとは思います。しかしながら、

令和２年度にその引き継ぎの法人を決定

してまいりますけれども、法人のほうに対

しまして、一定の駐車のスペースを確保す

るということは市のほうとしても求めて

いきたいなと考えているところでござい

ます。 

 続きまして、新型コロナウイルス感染症

に関する保育所の対応についてでござい

ます。本市におきましても、保育所の園児

については、可能な限り自宅のほうで保育

をお願いしているというところでござい

ます。その中で、保護者の方になるべく不

利益とならないよう、例えば休まれた場合

の保育料、これにつきましては先日国のほ

うからの通知でもございましたけれども、

６日以上休まれた場合は日割りで減額す

るという通知も来ております。今後、国か

らはさまざまな対応について通知が来る

かと思います。先ほど委員からもおっしゃ

っていただきました休職活動での入所さ

れている方の対応なども含めて、本市とし

ても柔軟に対応していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 早川部参事。 

○早川教育総務部参事 それでは、生涯学

習課にかかわりますご質問にお答えさせ
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ていただきます。 

 まず、１点目、こどもフェスティバルに

ついてでございます。委員がおっしゃると

おり、２月２７日に第１回目の会議を開催

させていただいております。これについて

は、会議を自粛という段階でございました

ので、またそれと５月１０日にこどもフェ

スティバルが開催されますということで、

もう日程的にはその段階で会議を開いて

役員等を決めていかなければならなかっ

たということで、今回の会議のほうを開か

せていただいたという状況でございます。 

 それと２点目、成人祭についてでござい

ます。委員がおっしゃるとおり、式典のほ

うはほとんど変わりございませんが、フリ

ータイムのほうで写真映えスポットとい

うことで２か所バルーンアートを設置さ

せていただいております。これは、見てい

ましたら若者に結構人気があったと思い

ます。写真を結構撮られている方がおられ

ました。場所的には狭いということで、会

場内と外に設けさせていただいておりま

す。今後につきましては、予算も限られて

いますが続けて今できることをしていき

たいと考えております。 

 最後に、安威川公民館の工事でございま

すが、安威川公民館でございますが、平成

１１年に建てかえを行ってから約２０年

たっております。結構老朽化が進んでおり

まして、雨漏りや空調関係が非常に傷んで

おります。ということで、利用者に不便が

生じておりまして、今回、外壁の防水改修

と空調機の更新、照明器具のＬＥＤ化、ま

たそのほかに壁紙等も非常に破れたりし

ておりますので、その点を改修したいと考

えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 学童保育室の

新型コロナウイルス対策の部分でござい

ます。通常午後１時半からの開室時間です

けれども、今回３月２日からは午前８時半

からの開室となりまして、午前中の人員体

制をどうするかというところが大きな問

題となっておりました。指導員を集めまし

て、どういうふうに体制を組んでいくかと

いうところで、通常どおり指導員を必ず２

名配置して、あとは加配が必要なところに

は１名プラスということで、おおむね３名

体制で現在やっているところでございま

す。仮にそこで欠員が出た場合につきまし

ては学校のほうに協力を得ながら、現在運

営を行っているところでございます。 

 それと延長保育についてなんですけれ

ども、令和２年４月１日から延長保育を今

のところは予定どおり実施の方向で考え

ております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 中学校給食につき

まして、教育長。 

○箸尾谷教育長 中学校給食につきまし

て、まず中学生の栄養摂取の課題、それか

ら保護者のニーズ、そしてまた給食を活用

しての食育の課題等の課題があると。一方

で、やはり多くの生徒が家庭弁当を望んで

いる。あるいは、アレルギー対応の子ども

たちも、小学校でアレルギー対応をしてお

りますけれども、小学生の場合はトラブル

が起きないように食器等の色を全く変え

てやっております。そういう中で中学生に

なった、アレルギーのある子どもの話を聞

きますと、やっとこれでみんなと同じこと

になったと漏らしている子がいると。つま

り、今まではみんなと全く違う色の食器で

給食を食べざるを得なかったのだけれど

も、これでみんなと同じように弁当を食べ
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られるようになったということを言って

いる子どもも少なからずおります。また、

もう一つは、現在、市長もよくおっしゃい

ますが、やっぱり中学生年限になりますと

親子の会話も減ってきて、親子のコミュニ

ケーション不足ということも言われてい

ます。現状そういう状況もあると思います。

そういう中で、例えば母親が家庭の弁当を

持っていかせて、例えばその残した量を見

て子どもの健康状態を把握したりとか、あ

るいは例えば子どもの誕生日にふだんと

は違うおかずが一品あったりとか、そうい

う無言のコミュニケーションというのも

あるだろうなと私は思っています。そうい

うことで、中学校給食を実施したほうがい

い、あるいは弁当がいい、どちらもやっぱ

りそれなりの理由があると私は感じてお

ります。そういう中で、今デリバリー選択

制については来年度、令和２年度まで契約

をしておりますが、もう３年延長をさせて

いただく中で今後の方向性については、や

はり市としての方向性を決めなければな

りませんので、総合教育会議の議論なんか

も踏まえて決定して考えていきたいと思

っております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 あと１点、ＧＩＧＡ

スクール構想の件につきまして、河平課長。 

○河平学校教育課長 補正予算の支出の

ほうが多いという理由なのですけれども、

このＧＩＧＡスクール構想については補

助金対象の事業があるのですけれども、そ

の補助対象外の作業も合わせて計上して

いるために市からの持ち出し費用が出て

います。例えば校舎外で作業をすることが

どうしても必要になってくる部分がふえ

ている理由となっております。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 今答弁をいただいた順

に言わせてもらいます。 

 教育費委託金の学力向上基盤構築調査

委託金です。読解力を上げるための学習を

授業で実践していくというお話でしたが、

具体的に例えば国語の授業でカリキュラ

ムがプラスされるための調査費用なのか、

どんなことがこれに当てはまるのか、もう

一度ちょっと詳しく教えていただきたい

です。 

 カリキュラム・マネジメント調査研究事

業費委託金についてですが、学校にある資

源を活用してやっていこうというご説明

をいただきましたが、内容がちょっと浮か

ばなかったので、例えばどんなものを活用

されるのか、具体的に一例を何か挙げてい

ただけたらなと思います。 

 続きまして、スクールロイヤー活用事業

につきまして、問題を未然に防ぐ、相談で

きる体制をつくるというお話をされてい

ましたが、このスクールロイヤーという方

はどんな方がされるのか。基本的にはどこ

かに常駐されるのか、それとも相談役みた

いな形になるのか、その辺の内容について

もう一度お願いいたします。 

 続きまして、休校中の分のカリキュラム

についてなのですが、現状については把握

をしました。ただ、これはいつまで続くか

わからないというところもあるので苦慮

されているかと思いますが、学校によって

確かに進捗状況が全然違うというところ

もあると思うので、更に苦慮されるとは思

うのですけれども、なるべくこの時代に生

まれたから学力が足りなかったというこ

とだけはないように。あと、詰め込みすぎ

というのも、特に学年が低い子とかでした

ら勉強嫌いになったりしてしまう可能性

もあるので、ちょっとそこも考えていただ
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いて、学年に合ったカリキュラムというの

を考えていっていただくよう要望してお

きます。 

 続きまして、情報通信ネットワーク環境

施設整備費補助金についてと、小・中学校

の情報通信ネットワーク環境整備事業債

の分ですが、高速ＬＡＮを導入されるとい

うことですけれども、令和５年度までにＰ

Ｃを与えていくということをお聞きしま

した。具体的にこのＰＣは段階を踏んで与

えていかれるとおっしゃられていました

が、どのような順に進めていくのか。高学

年から与えていく、中学生から与えていく、

その辺をどういうふうに考えていらっし

ゃるのかと、このＰＣについてどのような

スペックのものを考えていらっしゃるの

か。そして、このパソコンを利用した授業

というのはどのようなものが考えられる

のか、教えていただければなと思います。 

 続きまして、研修用ＰＣネットワーク整

備委託料ですね。補助金がこれは出ないと

いうことで、生徒に与えられるＰＣは補助

金が出ている分ですが、例えば授業で使う

先生の分は出ないのか、その辺をもう一度

詳しく教えていただければなと思います。 

 あと、詳しく教えてほしいのですけど、

研修用ＰＣネットワーク整備委託料なの

ですが、これはＬＡＮとかではないとは思

うのですけど、内容についてもう一度だけ

説明いただければなと思います。 

 続きまして、教育費、小学校費、学校管

理費の小学校基礎調査・基本構想検討業務

委託料に関してですが、千里丘小学校区で

どんどん人口がふえていく見込みなので、

建築の基準とかを調査する費用だという

ことですが、４４１万８，０００円という

金額が設計をつくるというのであればち

ょっと理解はできるのですけれども、構想

を考えるというだけの金額なのであれば、

その金額の算定理由が理解できないので、

具体的に内容としてどのようなものに使

われていくのか、その辺をもう一度教えて

いただければなと思います。 

 既存不適格等是正調査委託料について

ですが、もう一度これも詳しく教えてほし

いのですが、言ってしまえばほかでやって

いますファシリティマネジメントみたい

な観点での話なのか、どこか不適格なとこ

ろが既にあるから、それを洗い出すための

分なのか、その点をちょっと教えていただ

ければなと思います。 

 続きまして、小・中学校の電話機交換業

務委託料について、電話が要らなくなった

からということで理解しました。 

 通園バス委託料で、バスをなくしていく

けれども、せっつ幼稚園は大丈夫なのかと

いう話なのですが、せっつ幼稚園の前の道

も狭いですし、府道もそこまで広くもない

状況ですので、１台２台程度でしたら大丈

夫かもしれないですけど、市内どこからで

も通わせることはできるはずですので、例

えば鳥飼から通われるような場合は随時

認めていくのか、断固お断りしていくのか、

今の方針でしかないでしょうけど、教えて

いただければなと思います。 

 続きまして、新型コロナウイルスの保育

園の分ですね。６日以上休まれた方に保育

料を日割りで返却されるということを理

解しました。これは現場の声を合わせて教

えてもらえればなと思うのですけど、保育

所で働いている方も感染のおそれがある

中一生懸命働いていただいていると思う

のですけれども、そういう方の現場の声と

いうか、しんどいという声とかが上がって

いないのか。あと、例えば備蓄のマスクが

足りているのかどうかとか、消毒はされて
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いるというのを聞いていますけど、そうい

うのはマニュアル化されているのかもあ

わせて教えていただければなと思います。 

 続きまして、こどもフェスティバルにつ

いてですね。役員を決めないといけないか

ら開催したという理由なのですが、ほかの

いろいろな団体もそういう会議をやって

いる時期ではありますが、私の知っている

限りほとんどのところは延期されていま

す。今回の開催は課長が判断されたのか、

それは誰かにご相談されたのかちょっと

教えていただければなと思います。 

 成人祭について、今後もお金がない中や

っていかれるということですけど、規模と

してはもう少し予算をふやしていただき

たいということを前々からずっと言って

います。課長の所感を教えてほしいと申し

上げましたが、そこ部分がちょっと抜けて

いたと思いますので、実際にバルーンアー

トをやってみて現場を見てどうだったの

かという所感をもう一度教えていただけ

ればなと思います。 

 続きまして、公民館改修事業につきまし

て、改修内容については理解いたしました。

改修の工期について次に教えていただき

たいのと、ふだんクラブ活動等で毎週利用

している方がほとんどだと思うのですけ

れども、その方たちは工事の間どこでやる

ことになるのか、その辺をちょっと教えて

いただければなと思います。 

 続きまして、子育て支援課の学童保育に

ついてですが、朝から学童保育をやってい

らっしゃるという中で、１点確認させてい

ただきたいのは、例えば残業時間が一人当

たりふえたりしているのか、それはせずに

回し切れているのかをちょっと確認させ

ていただきたいのと、延長保育がこのまま

でいけば予定どおりできるとおっしゃっ

ていますが、この朝８時からの保育の期間

が延びたりとかした場合でもそれは大丈

夫なのか、あわせて教えていただければな

と思います。 

 中学校給食についてです。教育長の思い

を言っていただきました。親子の会話にな

るとか、お弁当がうれしいであるとか、そ

ういうお話は私も理解しています。１点、

今もお聞きしたかったのが、喫食率１０％

に至るまであと１４年かかる計算ですけ

ど、そこをどう思っていらっしゃるのかの

ところが抜けていましたので、もう一度そ

こを答弁願いたいと思います。 

 情報通信ネットワーク環境施設整備委

託料についてですね。１６１万３，０００

円足りない理由として、市債を発行してい

なくて、補助金としてももらっていない部

分が含まれているからだとおっしゃられ

ました。結構な金額ですので、具体的にそ

れはどういった内容なのかも教えていた

だければなと思います。 

 以上で、２回目終わりです。お願いしま

す。 

○嶋野浩一朗委員長 松田課長お願いし

ます。 

○松田教育政策課長 では、千里丘小学校

の基礎調査についてでございます。金額が

少しはるのではないかというお問いであ

ったかと思います。例えば設計に関しまし

ては、次年度のトイレの改修工事で申しま

すと８００万円ぐらいはかかるものでご

ざいます。今回はモデルプランとしてこう

いったものが建てられるという構想案、ま

た既存不適格や日影規制等も含めてのど

ういったものが建てられるかという調査

でございますので、設計までの綿密なもの

ではありませんが、こういった調査がない

と今後の検討ができないという次第でご
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ざいます。以前に摂津小学校を増築させて

いただいたことがあったかと思います。同

じく児童数がふえたということで、摂津小

学校については、運動場の面積が８，５０

０平米近くございますが、千里丘小学校に

つきましては３，７３７平米です。その中

で道路側があいているのじゃないか等い

ろいろな思いが私どももございます。そこ

にどの程度のものが建てられるのか、ある

いはプールもちょっと出っ張っている部

分とかもございますので、今の建築基準法

に合わせた場合、さまざまな問題があるこ

とが考えられ、建物の案に加えさまざまな

調査ということで計上をさせていただい

ております。ただ、今は予算ベースでござ

いますので、これよりは落ちた価格になる

のではないかと考えております。 

 それから、既存不適格等是正調査委託料

についてでございます。こちらにつきまし

ては、今おっしゃっていただいた不適格の

洗い出しを行うということで実施をさせ

ていただきたいと思っております。今後、

例えば体育館をいじりますというときに、

何もわからない中で比較検討をするので

はなく、こことここが建った当時は合法だ

ったのですけれども、今の４０年たった法

に合わせますと先に是正工事が必要であ

ると、そういうことがわかれば、予算額等

も明確になってまいりますので、まずは現

段階で全校の洗い出しを行うということ

でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 こども教育課に

係りますご質問にお答えいたします。 

 まず、通園バスについてでございます。

可能な限りやはり徒歩もしくは自転車の

送迎をお願いすることになろうかと思い

ます。これは、他園、既存園についても同

様の対応をされているかと思います。しか

しながら雨の日だとか、遠いところにお住

まいの方については、一定の駐車スペース

の確保というのも必要になるかと考えて

おります。令和２年度に引き継ぎの法人を

公募いたしまして決定してまいりますけ

れども、その際に応募の要件として、駐車

スペースの確保を入れるかどうかという

ことも含めて検討していきたいと考えて

おります。 

 次に、保育所における新型コロナウイル

ス感染症の対応でございます。現場の声、

マニュアル化というところのご質問でご

ざいますけれども、子どもについては毎朝

登園前には検温をしていただいて登園し

ていただいているという状況でございま

す。また、保育中も子どもの様子を伺いな

がら保育しているというところでござい

ます。マニュアル化というところですと、

外で遊んだ後は必ず手を洗う、こちらを徹

底しておりますし、給食の前にはアルコー

ル消毒もするというところで、こちらのほ

うは各園ともに徹底しているところでご

ざいます。現状、保育士が休まないといけ

ないという状況には至っておりませんの

で、通常のとおり保育をしているというと

ころでございますけれども、先ほども申し

ましたけれども、子どもの様子に目を配り

ながら保育をしているというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 早川部参事。 

○早川教育総務部参事 それでは、私のほ

うから、生涯学習課に係りますご質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目、こどもフェスティバルの

件でございます。先ほども言わせていただ

いたのですが、２月２７日の時点では、市
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の方針としましてはまだ自粛ということ

で施設等はあけている状態だったので、５

月１０日に開催するのであればその日に

ちが最終的な会議の日程ということで、開

催のほうをさせていただいたという状況

でございます。その後、３月２日から学校

が休校になりましたので、それ以降は会議

を自粛しておりましたが、２月の時点では

開催ということで会議をさせていただい

たという状況でございます。 

 それと、成人祭の件でございますが、こ

ちらのほうにつきましては、青春フリータ

イムの会場のほうには行かせていただい

ております。その中で２０歳の成人の子ど

もと親御さんが喜んで写真を撮っておら

れたので、非常によかったと私も思ってお

ります。来年も引き続き写真映えスポット

を提供していけたらなとは考えておりま

す。 

 最後、公民館でございますが、こちらに

ついては６月の議会で再度こちらの公民

館の修理の上程をさせていただきまして、

その議会でご承認いただいた後、工事のほ

うに入りますので、８月から２月を予定し

ております。７か月間となって非常に長い

のですが、開館しながらの工事というのを

一応考慮したのですけれども、やはり市民

の安心・安全ということで全面閉鎖という

ことで考えております。それで、ほかの利

用場所を考えているかということでござ

いますが、工事をするに当たり、７か月と

いうことでございますのでクラブ協議会

を開いております。その中でご了解をいた

だいて、ほかの公民館とかコミュニティセ

ンター、コミュニティプラザを利用してい

ただくということでご了解いただいて今

回の工事に当たっております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 学童の件でご

ざいます。通常午後１時半から行っている

ところを今午前８時半からということで、

午前８時半から午後の１時半までにつき

ましては、職員のほうには時間外対応で今

勤務をしていただいているところでござ

います。それと今後、延長保育のときの体

制なのですけれども、夏休み等の長期休業

につきましても延長保育を予定しており

ますので、そのときと同じような体制でや

っていけたらと思っております。ただ、こ

の状況がいつまで続くかということによ

っては、指導員のやっぱり健康のところも

心配になってきますので、そのあたりにつ

きましてはどういう応援体制がとれるか

というところも含めて、また学校のほうと

協議をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわる内容についてご説明申し上

げます。 

 まず、学力向上の基盤づくり調査研究事

業に関する件ですが、こちらの内容につい

てですが、この調査と書いているのですけ

ど、国が何か例えば特別な学力調査をする

とかいうものではありませんが、リーディ

ングスキルテストという読解力をはかる

テストというのがあります。そういったテ

ストを活用したりとかしながら、読解力が

ついているか、高まっているかをはかるこ

となどもこの事業の中で、国も示しており

ますので、やっていこうと考えています。

これはマストでしなければいけないもの

ではありませんが。 

 続いて、カリキュラム・マネジメントの

資源ということについて具体的にという
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ことですが、この資源というのは、例えば

地域にいらっしゃる方、その地域の歴史を

知っていらっしゃる方、あとは地域の中で

お店とか、その地形・自然であるとか、そ

ういったものを資源として活用しながら、

例えば社会の授業で地域探検、地区の探検

をしていくときにお店の方に来てもらっ

てとか、学校で話をしてもらいましょうと

か、そういったいろいろ今まで地域の中に

ある活用できる人・物とか自然とか、そう

いったものを授業の中にどんどん取り入

れていきましょう、という意味での資源と

いうことでご理解いただきたいと思いま

す。 

 三つ目、スクールロイヤーの方ですが、

こちらについて今考えているのは、現在、

大阪府内でもスクールロイヤーとして活

動されている方がいらっしゃいます。そち

らの、主に三島地区を担当されている方、

その方にお願いしたいなと考えていると

ころです。こちらの方の勤務については、

学校に常駐するということではありませ

ん。例えば法律相談所にふだんはご勤務い

ただいて、学校でそういった事案があった

ときに、事務所のほうに訪問させてもらっ

て学校と市教委と相談してもらい、あとは

電話で対応とか、軽微なものであるとメー

ル対応とか、そういったもので活用してい

くと考えております。 

 四つ目の内容です。こちらの校内ＬＡＮ

の整備とか、具体的にタブレット端末を段

階的にどのように導入していくのかとい

うことですが、我々としましてはできるだ

け初めに高学年、特に中学１・２・３年生

とか、小学校高学年から順番にできるだけ

多くの学年から入れていきたいとは思っ

ているのですが、こちらは予算等があるこ

となので、今こちらとしてはそのように考

えているということです。また、スペック

については、国でモデルとして示している

仕様書がございます。大きくＯＳがＷｉｎ

ｄｏｗｓのものやグーグル・クローム、ｉ

ＰａｄＯＳを使ったもので、この補助金額

も１台当たり４万５，０００円となってお

りますので、そちらの金額の中でスペック

を示しており、その中から導入を考えてい

るところです。 

 どのような授業展開を考えているかと

のことですが、タブレット端末が子どもた

ちに一人１台与えられて授業を展開して

いく中では、例えば、子ども同士の意見が

タブレット端末を通して自由に交換でき

たりとか、教室の前方にある大型のモニタ

ーにみんなの意見を出したりとか、それを

もとに発表したりとか、また、教員から課

題を子どもたちの一人一人のタブレット

端末に出して、それをまた回答したものを

回収するとか、あとは個別の課題を子ども

の学習進度に合わせて提供して行うこと

など、そういう授業になるかと考えていま

す。 

 続いて、研修用ＰＣの整備についてです

が、こちらは国からの補助が出ないのかと

いうことなのですけれども、こちらは補助

が出ないことになっております。 

 具体的な内容につきましては、教育セン

ターで、模擬授業が普通教室と同じような

環境の中でやれるような整備をしていく

ことです。例えば、タブレットを十数台程

度用意して、先生用のタブレット端末と、

あと大型の掲示装置、もしくはプロジェク

ター等を用意して、模擬授業を通して授業

力向上できる研修が行える環境を構築す

るものになっています。 

 もう一つ、整備委託授業についての内容

ですが、こちらについては校内ＬＡＮの整
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備や、タブレット端末を購入していきます

と、収納するための電源つきのキャビネッ

トが必要になってきます。それらを整備す

る内容が、こちらの整備委託事業の内容と

なっています。 

○嶋野浩一朗委員長 井上課長代理に答

弁をお願いします。 

○井上学校教育課長代理 ただいまのこ

とについて、答弁申し上げます。 

 差額の分についてですけれども、ＮＴＴ

の電線から校舎までの敷設の工事におよ

そ７０万円を想定しております。それ以外

の残りの部分についてですが、各校単位で

の起債というところで、１５校分それぞれ

切り捨てた額で申請し起債するため、その

切り捨て部分が含まれるという形になり

ます。 

○嶋野浩一朗委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 まず、１０％は、このま

までいったら１４年かかるのではないか

というご指摘なのですけれども、１４年も

かけるつもりは全くございません。やはり

できるだけ早い段階で、市としての方向性

を決めていかなければならないと思って

おりますけれども。今、そもそも１０％に

しましたのは、中学校で子どもたちに実態

調査をしますと、９割の子どもが家庭弁当

を持ってきていると。だから、残り弁当を

持ってきていない１０％の子どもに何と

か給食をということで、１０％にさせてい

ただきました。現状として、そのうちの半

分は中学校給食を食べていただけている

のですけれども、残り半分はコンビニ弁当

等、あるいは、ほかのものを食べている現

状がございます。 

 そういって、今の中学校給食は全く人気

がないのかというと、平均しますと５％で

すけれども、学校によっては喫食率が１

０％を超えている中学校もあるわけで、ま

た、本会議でもご説明申し上げましたよう

に、小学校６年生の保護者や子どもたちに

試食をしていただきますと、おいしかった

という反応もいただいておりますので、や

はり、食わず嫌いという形の部分も現実と

してはあるのかなと思います。そのあたり、

やはり、しっかりと、もっと広めていくと

いう努力を積み重ねながら、できるだけ喫

食率の向上に努めていきたいとは思って

おります。 

 ただ、冒頭申しましたように、１４年間

ということは考えておりませんので、先ほ

ど申し上げました令和２年度で終わって、

その次３年間また延長する中で、一定の市

としての方向性を議論できたらなと考え

ております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 教育費委託金の学力向

上基盤構築調査委託金について、読解力を

はかるテストをされるということですけ

れども、マストではないということであれ

ば、これは今後決めていくことでしょうけ

ど、成績には当然入らないという認識でよ

ろしいのですか、そこだけもう一度、お願

いします。 

 カリキュラム・マネジメントについてで

すけれども、近所の人の協力をあおぐとい

う内容のお話をいただいたのですが、協力

をあおぐだけであれば、費用はかからない

と思うのですけれども、具体的に何か報酬

とかは払われる予定はあるのか、協力者が

いるかどうかを調査する人に対して何か

お金が発生しているのか、この費用の使い

方について、もう一度お願いします。 

 スクールロイヤー活用事業については

理解できました。新規事業ですので、細か
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い話はどんどん、これから出てくると思い

ますので、そのとき改めて聞かせていただ

きます。 

 情報通信ネットワーク環境施設整備費

補助金についてです。タブレット型のＰＣ

という認識でよろしいのですか。キーボー

ドがついているＰＣではなく、分離できる

ＰＣを与えるという認識でいいのか、あと、

スペックの問いをさせていただいたとき

に、ＯＳであるとか、グラウンドの説明を

いただきましたので、スペックはどの程度

の分なのか、もう一度いただければと思い

ます。 

 教育センターで学校の先生たちが授業

をするというのは理解できたのですけれ

ども、学校の授業をするときに子どもたち

が４０人いたら学校の先生が４１人目と

なりますが、４１人目の先生の分のＰＣは

どっちに入っているのか、補助金対象なの

か、そこだけお願いします。 

 千里丘小学校の分に関して、基本理解い

たしました。制度設計上、そういった分に

関して必要ということは理解できました

ので、これについてはもう結構です。 

 既存不適格等是正調査委託料に関して、

建築基準法は常々変わりますので、建てか

えしたら恐らく小さくなるだろうとは思

います。ただ、小さくなってしまえば、キ

ャパ的になかなか厳しいものがある。学校

という敷地面積はもともと決まっていま

すので、建て直さないといけない時に必要

なものが建てられないとかいう可能性も

調査で見出していくのか、その辺教えてい

ただければと思います。 

 それで、通園バス委託料です。雨の日で

あるとか、どうしても車で来ないといけな

いという人に関しては強制できないとい

う分と、敷地内に駐車スペースをつくって

ほしいということは理解できたのですけ

れども、どの程度の規模になるかはあけて

みないとわからないところではりますが、

一気にどんと車が来てしまうと、園児も危

ないですし、近隣住民の人もなかなか厳し

いものがあるのではないかなと思います

ので、事前にそういったところを近隣住民

の方とも相談をしておいたほうがいいの

ではないかなと思うのです。いきなり車が

いっぱい入ってきて、近隣住民の人が怒っ

てきたということがないようにだけして

いただきたいと思います。要望で終わって

おきます。 

 新型コロナウイルスについて対策等、時

間も決めて、基本的なことはマニュアル化

されているということなので理解いたし

ました。やはり精神的な負担が、働いてい

る方には大きくなってきていると思いま

す。長引けば長引くほどです。この期間が

終わった際には、ケアをしてあげていただ

きたいなと。そのままずっと働き続けて、

精神的に不安定な状態が長引いてしまう

ということも可能性としてはありますの

で、それが原因で離職とか、精神的な病に

なってしまうというところも危惧される

とは思いますので、そういうところもあわ

せてケアしてもらうように要望しておき

ます。 

 こどもフェスティバルについて、理解し

ました。ただ、私にとっては不要不急だっ

たのではないかなと思う部分があります。

何も今のところないからいいのですけれ

ども、民間の方々が自粛しているという状

況の中、施設は別だからといって開催して

いるようでは、ちょっと違うと思うのです。

今後そういうことのないようにしていた

だきたいというのと、あと、最初に質問さ

せてもらったこどもフェスティバル自体
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は、このまま新型コロナウイルスがなくな

れば、そのまま開催はできる見込みなのか

どうかだけ、教えてください。 

 成人祭について、私も見させてはいただ

いていたのですけれども、現場をやってい

ただいた課長として、どんな感想を持って

いるかというのを聞きたかっただけです。

喜んでいただいていたとは思いますし、私

のほうも、少しの工夫でいろいろ変わるの

だなということを本当に実感させていた

だきましたし、私はバルーンアートという

発想がなかったので、そこは本当に課長の、

生涯学習課の方々の努力が実ったのだな

というところを本当に感謝していますの

で、これからも広げていただくよう要望し

ておきます。できれば、どんどん規模を大

きくしていただくというのが理想ですが、

それも要望しておきます。 

 公民館の改修について、こちらは理解い

たしました。 

 ただ、施設利用者の方も理解していらっ

しゃるとはおっしゃいましたけど、工事が

始まって、どこもかしこもいっぱいできな

いとかいうことが多々あるかもしれない

ので、一緒に探す努力とかをしていただく

よう、それも要望しておきます。 

 場合によっては配慮してあげるとかも

必要ではないかなと思いますので、それも

要望だけしておきます。 

 学童保育についてです。新型コロナウイ

ルスについて、時間外で一生懸命働いてい

ただいている方がいらっしゃると理解で

きました。 

 こちらも先ほど保育所の件でも申し上

げましたが、心のケアをしていただきたい

というのと、あと時間外勤務ですので、大

丈夫だとは思いますが、最後確認だけです

が、労働基準法的に問題ない時間に全員お

さまりそうなのか、そこだけちょっと確認

の意味を込めてお願いします。 

 中学校給食について、教育長のおっしゃ

っている意味もわかりました。 

 ただ、前回も契約更新の際に同じことを

聞かせていただいたときには、基本的には

同じ答弁をいただいているわけです。まだ

２年しかたっていない、あと１年あります

が、現状を分析して１０％達成は厳しいと

おっしゃっているわけですね。であれば、

あと１年あるのですから、どういうふうに

していくか、真剣に考えていかないといけ

ない。毎年調査してもらうよう要望してい

ましたけれども、ずっと調査してもらって

いませんので、現状把握ができないのです

が、せめて調査をしていただきたい。喫食

率を上げたいと言っていて、現状把握をし

ていないというのが余り理解できないの

で、そこだけもう一度、現状がどういう状

況なのか調査していただきたい。それで、

１０％が目標ではなかったはずです、最初

３０％と言っていたのですからね。教育長

がおっしゃっているのは、感情というか、

気持ちの面が結構多いと思うのです。しか

し例えば、企業で営業ノルマ１０％で５％

しか達成できませんでした、でも頑張りま

すと言ったところで、誰も評価してくれな

いですよね。それで３年たって、６年たっ

て、何年たっても許されるような社会では

ないですよね。そういう社会ではない中で、

子どもたちに教育的な立場をとっていら

っしゃる方が、いざ自分の立場になれば、

自分で定めたノルマを達成できなかった

ことに対しての言いわけに聞こえてしま

うのです。目標を定めたのであれば、努力

をしていただきたい。 

 実際問題、１０％を達成している市はい

っぱいあるのですから、せめてそこの目標
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ぐらいはクリアしていただきたい。もう来

年の今ごろには、７％、８％行きましたと

言ってもらえるように要望しておきます。 

 情報通信ネットワーク環境施設整備委

託料に関してですが、ＮＴＴの回線を引く

分が７０万円とおっしゃいましたが、その

他の部分がちょっと理解できなかったの

で、もう一度、詳しく教えていただきたい

です。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 では、再度、答弁お

願いします。 

 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、ご答弁申

し上げます。 

 まず、学力向上の基盤づくりの調査研究

事業の期間、また、このテストについては

成績に入るのかという内容の質問だった

と思います。こちらの調査研究事業につい

ては、原則２年間の委託事業になっていま

す。こちらのリーディングスキルテストと

いうのは、成績には入りません。ある一定

の学年で実施しようとは思っているので

すけれども、実施して、読解力のどんな分

野が苦手であるか、課題があるかというと

ころを把握しながら授業改善を行うこと

や、課題が解決できるのかというところで、

調査を活用していくということになりま

す。 

 続いて、カリキュラム・マネジメント調

査研究事業費委託金の使い方ですが、こち

らについては調査員がいて、その方にお金

を支払うという形ではなく、基本的には、

学校がそういうカリキュラム・マネジメン

トについて取り組みを行って、具体的には、

例えば、その分野にたけている講師の方に

来ていただいて、校内で研修を行う、もし

くは、先進的に取り組まれている学校への

視察を行う、また、そういった関係する書

籍等を購入し、また研修などに活用してい

くといった内容が予算の主要用途になっ

てきています。 

 ４点目、コンピューターの整備補助金の

タブレットＰＣという認識でいいのかと

いうことですけれども、こちらについては

タブレット型のＰＣとなっております。 

 スペックについてですが、先ほどＯＳに

ついて三つお伝えしましたが、スペックと

しましては、ストレージは３２ギガバイト

から６４ギガバイト、メモリについては４

ギガバイトで、画面については、大体９イ

ンチから１４インチのものを各ＯＳに想

定されているものです。また、キーボード

をつけると、タイピングの練習にもなりま

すのでキーボードと、あとカメラです。イ

ンカメラ、アウトカメラというものをつい

ているものが標準の仕様書に載っていま

す。スペックとしては、こういったものを

想定されているということです。 

 続いて、先ほどの最初のネットワーク整

備委託料の内容についてですが、先ほど申

し上げたようにＮＴＴの電線を校舎まで

つないでいくという工事が補助の対象外

で約７０万円、残りの差としましては、起

債するときに、どうしても切り捨てで起債

をしなければいけないと、かかる費用より

も。額については切り捨てを行わなければ

いけなくて、それを各学校１５校分行って

いくことで、この額になると。要するに歳

入のほうが少なくなってしまいますので、

どうしても一般財源で、その額が生じると

いうことになります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 早川部参事。 

○早川教育総務部参事 それでは、子ども

フェスティバルの開催について、お答えし
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ます。 

 現在は５月１０日の予定で、子どもフェ

スティバルのほうは開催予定で考えてお

ります。ただ、今後の状況を見ながら、中

止等を決めていきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 学童の件でご

ざいます。労働時間に対して休憩時間につ

きましても長くとっておりますので、労働

基準法上の問題はないものと考えており

ます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 １点、答弁漏れがご

ざいました。教員用のタブレットＰＣにつ

いては、補助対象が要するに子どもの４１

人目としてのカウントとなるのかという

ことだったのですけれども、こちらについ

ては、そのカウントにならず、補助対象外

となっています。 

 先ほどスペックについてＣＰＵについ

て触れていなかったのですが、ＣＰＵにつ

いてはＷｉｎｄｏｗｓＯＳのものでいく

と、インテルのセレロンの同等以上と、グ

ーグルクロームのほうも同じく、インテル

セレロンの同等以上となっております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 学力向上基盤構築調査

委託料の件に関しては理解しました。 

 内容については成績に入らないという

ことですけれども、授業としてやられます

ので、成果の確認作業はされると思います

ので、それの成果によって今後変わってこ

られるとは思いますので、また詳しく、進

んでいくにつれて教えていってもらえれ

ばなと思います。 

 カリキュラム・マネジメントについては、

研修費等に使われるということで、こちら

に関しても理解いたしました。 

 タブレットＰＣについて、ＣＰＵセレロ

ンだと。セレロンのスペックはかなり低い

と言われていますね。 

 さらに、文部科学省がどういう指針を出

しているのかよくわからないですけれど

も、セレロンもスペックが全然世代でも違

いますから、それで果たして今後事業が進

んでいく中で大丈夫なのかなと。そのスペ

ックのものが１０ギガもＬＡＮを引く必

要があるのかなともちょっと疑問に思っ

たりもするのですけれども、そこに関して

は国への要望という形になると思います

ので。また今後聞いていきます。 

 教職員用の４１台目は補助金に入らな

いということで、ちょっとびっくりしまし

た。絶対使うものなのに入らないというこ

とで驚きました。これも国が急に言ってき

た事業でありますので、そこまで面倒を見

てもらえるのか単純に思っていたのです

が、先生の分は市で用意しなければならな

いという話だと思うのですけれども、ちょ

っと厳しい話だなと思います。また今後聞

いていきます。 

 情報通信ネットワーク環境施設整備費

についてですが、もう一回聞きますけれど

も、この１６１万３，０００円だけがＮＴ

Ｔやら、各校起債の分になっているのか、

実は１６１万３，０００円ではなくて、２

００万円分ぐらいがはみ出ているのか、内

容の内訳がないので、そこを最初に教えて

いただきたいと申し上げたので、そこをも

う一度お願いしたいです。 

 起債の金額は、いくら以下が切り捨ての

金額になるのですか、１，０００円以下で

すかね。そこだけ、もう一回教えてもらえ
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ればなと思います。 

 それで以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 ネットワーク整備

委託料の内容についてのものは、ＮＴＴの

校内の工事だけです。 

 起債の切り捨てについてですが、これは

１０万円単位で行われるものだというこ

となので、１５校あわせて、その額になる

と。１万円単位は切り捨てで記入しなけれ

ばいかないので、この額になる。各校大体

６万円分が切り捨てられて、１５校で９０

万円となっているわけです。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 わかりました。理解しま

した。 

 質問は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 暫時休憩いたしま

す。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 質問を続けさせていただきます。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、質問をしていき

たいと思います。 

 最初、保育料の無償化に関して３点ほど

お聞きしたいと思うのですが、予算書でい

うと、２９ページ、市立保育所の保育料、

また私立幼稚園の保育料などが記載され

ております。前年度と比べますと、どれも

大幅に減額となっていますが、これは２０

１９年１０月から始まった幼保無償化に

よるものだと思います。幼保の無償化は３

歳から５歳までの児童の保育料が無償に

なった。ゼロ歳から２歳については、所得

制限付で無償になる人も一部あるという

状況だと思います。 

 そこで、多くの自治体が幼保無償化に合

わせて、子育て支援策として給食費を無償

にしていくという動きが見られるのです。

昨年の１０月に、幼保無償化が始まる前の

一般質問でも、無償化によって、これまで

保育料の中に含まれていた副食費が外出

しになって保護者の負担になったと。実態

的には無償化と言えない状況にあるとし

て、副食費の無償化を求めた経緯がありま

す。 

 予算書の５９ページに、雑収入として児

童副食費、幼稚園副食費などがそれぞれ７

５６万円と５２万２，０００円が見込まれ

ています。これは保護者の負担分と見れば

いいのかと思います。それから、副食費を

減免されている方がいらっしゃいますが、

減免分の補填分とされている実費徴収補

足給付補助金とあわせまして、今後、無償

化の検討をしていく必要があるのではな

いかと思いますが、ご見解をお伺いしたい

と思います。 

 それから、国・府の負担金についてちょ

っとお聞きしたいと思うのです。 

 従来、市の算定の保育料が公定価格から

市独自で減免をしていました。市独自の減

免分については、国・府の負担金算定対象

から控除されていましたので、市独自分の

保育料の市独自減免分は市が単費で出し

ていたと。今回、無償化になることによっ

て、全部、基本的に３歳から５歳が無償に

なりますから、その減免分については市負

担でなくなると。全体を通して、国・府の

負担金の計算対象となるということにな

ると思います。そうしますと、保育料のこ

れまで市独自分の負担していた分が減額

になっていくと考えられるのですけども、

その分、改めてどのぐらいになるのかお聞

かせいただきたいと思います。 
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 次に、今回の無償化の問題で、認可外保

育所も無償化の対象とされています。認可

外保育所というのは、保育士の数とか面積、

さまざまな子どもの安全などを守るため

の基準を満たしていない保育所でありま

す。しかし、それでもなお最低基準という

ことで、指導監督基準というものが設けら

れていますが、指導監督基準さえも満たし

ていない認可外保育施設によって子ども

の安全が脅かされる、そうした保育所を選

んでしまう保護者の方が出て、そこで事故

が起きたときに誰が責任をとるのだとい

うことが大きな社会問題となっていると

思っています。 

 昨年の一般質問では、摂津市でも認可外

保育所が５園ほどあるとお聞きしており

ましたし、摂津市内の方で摂津市外の認可

外保育所を利用されているという方もあ

るとお聞きしています。危険な事故を起こ

させないためにも、認可外保育所に対する

基準を満たす指導を徹底することとあわ

せて、最低基準を満たすまでは無償化の対

象から外すということは自治体の条例で

設定することができるということであり

ますので、その点についてのお考えをお聞

きしてまいりました。摂津市の認可外保育

所の基準に対する今の状況、それから条例

をつくってきちんとした指導を徹底して

いく考えはないのか、お聞かせをいただき

たいと思います。 

 次に、待機児童の問題です。 

 予算概要でいきますと、民間保育所等入

所承諾事業で、２８億２，１８６万１，０

００円、前年比で約２億円の増となってお

ります。また、児童福祉施設整備費補助金、

１億４，６７０万２，０００円計上されて

います。一昨日、パブリックコメントの募

集が終了した第２期の子ども・子育て事業

計画案の中にも、今後５年間の保育の量の

見込み計画などについて、今後の摂津市の

子育て支援の計画が示されているところ

であります。 

 さきの代表質問で、昨年１１月に摂津市

の保育所の４月の入所を希望する方の一

斉受け付けが行われ、前年度よりも４２名、

申込者が多いというご答弁で、その後、１

月末に一次選考を行って、２月末には二次

選考を行い、それぞれその結果を送付した

と。その結果、保留者数、いわゆる、まだ

入所先が決まっていない方が２３８名い

るというご説明をいただきました。２月末

の段階で、決まってない児童が２３８名、

大変大きな数字でびっくりしております。 

 今後、最終調整を行っていって、保留と

なっている児童をあいているところに入

ってもらう調整を行っていかれると認識

しておりますが、それでも４月の時点では、

１歳、２歳を中心に待機児童が発生する見

込みだとご答弁をされました。２０１９年

４月、今年度の４月の厚生労働省定義での

待機児童は２９名だったと記憶していま

すが、このままでは相当数の待機児童が出

ると考えられます。２３８名の保留者の方

の調整によって、４月の段階で待機児童は

どのくらいになっていくのか、それから待

機児童となる方の傾向、地域性であったり、

年齢であったりというもの、それから年度

途中に必ず待機児童保留者数がどんどん

ふえていって、待っておられる方がたくさ

んいるという状況が続いていますが、現段

階で、年度途中の増大する待機児童への対

応はどういうふうに考えておられるのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、先ほども少し述べましたが、

児童福祉施設整備費補助金が出ています。

１億４，６７０万２，０００円計上されて
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います。２０２０年度に民間保育施設の新

増設が行われると思いますが、その計画に

ついてお示しいただけたらと思います。 

 次に、病児・病後児保育についてお聞き

したいと思います。 

 民間保育所等入所承諾事業の中に、病後

児保育事業補助金が４４７万４，０００円、

これは前年比と同額になっています。病児

保育事業利用者補助金１７万円、前年と比

べると５万円減額、もともと予算額が小さ

いものとなっています。子ども・子育て事

業計画を策定する前のいろんなニーズ調

査であるとか、この計画の策定を行ってい

る子ども・子育て会議などでも、保護者代

表の方から、病後児保育、病児保育をぜひ

拡大してほしいという期待の声が寄せら

れたと思っています。残念ながら、予算額

はほとんど変わっておりません。とりわけ

病児保育事業につきましては、お隣の吹田

市の徳洲会病院で行っている病児保育の

利用者に対しての補助金ということであ

りますので、なかなか利用しづらいものに

なっていると思います。事業計画案の中で

は、現在は病後児対応型と体調不良児対応

型、それぞれが実施されていると説明をさ

れております。それぞれの実施園と利用状

況、また徳洲会病院での病児保育利用状況、

それから２０２０年度、どのようにこれを

拡大していこうとされているのか、ちょっ

とお考えをお聞かせください。 

 続いて、鳥飼保育所ととりかい幼稚園の

統合と認定こども園化に伴います建てか

え・複合化を見据えた基礎調査等の事業に

ついて、鳥飼地域教育・保育施設等再編整

備検討業務委託料１５８万７，０００円に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 鳥飼地域の教育・保育施設再編整備の検

討、二つの園を一つにして、認定こども園

化するというだけのものではないと思う

のですけれども、改めて、その目的、委託

内容、それから、これは委託するというこ

とですので、一体どんなところに委託をし

ていこうと想定をされているのか。また、

さきの代表質問でも、各会派からもたくさ

ん質問が出ている鳥飼グランドデザイン

がこれから描かれていこうとしています。

人口減少と子どもが減ってきているとり

かい幼稚園の園児が本当に少なくなって

しまっているという状況の下でいろいろ

な議論がされるかと思いますが、この鳥飼

地域教育・保育施設等再編整備検討業務と

いうは鳥飼グランドデザインと連携しな

がら進めていくものなのかどうなのか、そ

の辺の関連性についてお聞かせください。 

 また、この鳥飼保育所ととりかい幼稚園

の認定こども園化については、公立の就学

前施設あり方方針の中にも入っていて、こ

この文教上下水道常任委員協議会でも以

前、ご説明をいただいているかと思います。

隣接し合う就学前施設同士でもあります

が、ただ、やはり目的の違う施設として運

営もされてきた歴史と経過があります。子

どもや保護者、職員に寄り添った対応が必

要だと思いますが、どのような形で進めて

いこうとされているのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

 次に、子どもの貧困対策にかかわって、

幾つかお聞きしていきたいと思います。 

 これも代表質問でお聞きしました。昨年、

改定子どもの貧困対策法が成立し、内閣府

が子どもの貧困対策大綱も示しました。よ

り現場に近い市町村がきめ細やかな貧困

対策を打つための計画を策定することが

努力義務とされています。 

 こうした下で、代表質問を行いました。

そうしますと、ご答弁では、摂津市の子ど



- 26 - 

 

もの貧困対策計画は第二次子ども・子育て

支援事業計画の中に盛り込まれるものと

いうことであります。この支援事業計画に

どのような形で盛り込まれているのか教

えてください。 

 それから、貧困対策の充実を求めた質問

に対して、市長が加盟している子どもの未

来を応援する首長連合、子どもの貧困対策

連合という組織に加入をして、その活動を

やっていくということもご紹介をされま

した。子どもの貧困対策連合とはどのよう

な団体で、どんな活動をしているのか、こ

の間の市長のかかわり、摂津市の貧困対策

での検討の中にどのように関係している

のかについてお聞かせいただきたいと思

います。 

 続いて、学童保育についてです。 

 学童保育事業、それから学童保育施設維

持管理事業などが計上されています。先ほ

ど三好委員からもありましたが、３月に入

ってから新型コロナウイルス感染予防の

観点から、突如、朝からの開園・開室が行

われています。指導員が不足している中で

対応されておられること、また、みずから

子育てをされながら業務に携わっていた

だいている、または調整を図られている皆

さんに本当に心から敬意を表したいと思

います。それだけ、やはり働く者にとって、

学童保育というのは非常に大事な施設だ

ということだと改めて認識をしていると

ころであります。 

 初めに、学童保育事業について、今回、

予算が７割増になっております。施設維持

管理事業予算も２．５倍と大きくなってい

ます。この４月から学童保育事業について

は大きな転換期を迎えておりますので、そ

ういった影響なのかなと思いますが、改め

て大幅に予算が増額となっている要因に

ついて、初めにお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、条例によって実施時期を先送

りとされておりますが、学童保育室の一の

支援の単位について、今まで５０人、６０

人で一つの単位にしていたところが４０

人になったりすることによって、クラス数

がふえていくことが考えられると思うの

です。学童保育の保育室については、校舎

内の空き教室を利用しているところと、そ

れからプレハブなどでつくられた外の施

設を使っておられるところがあるかと思

いますが、空き教室が足りないということ

などでクラス数増に対応できるのか、また、

指導員の確保の問題でも、クラスがふえれ

ば、やはり指導員の数もふやさないといけ

ないと思います。そうしたことが考えられ

ますので、初めにクラス増、４０人定員に

することによってクラスがどれだけふえ

るのか、また、どうしても場所が確保でき

ない場合に、やむを得ず４０人を超えたま

ま編制を行うケースがあると思いますが、

どのぐらい見込んでおられるのか、お聞き

したいと思います。 

 それから、学童保育の充実についても、

この間、何度も質問してまいりました。高

学年の受け入れ、これは保護者の方々の学

童に対する要望の中でも非常に高いもの

になっていると認識をしております。高学

年受け入れにつきましては、子ども・子育

て支援事業計画第１期計画において、最終

年の２０１９年度については１０５名の

確保計画が示されましたが、結果、できな

かったと。手つかずの状態のままで、第２

期計画に移行していきます。第２期計画で

は、着実に高学年受け入れを進めていかな

ければならないと思います。第２期計画に

ついては、４年生から６年生まで学童保育
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を必要としている数はありますが、しかし、

実質の計画としたら、２０２１年度から４

年生に限定して受け入れていくこととい

う計画になっています。５年生、６年生へ

の拡大も必要ですが、まずはこの計画に沿

って、２０２１年度、４年生の受け入れを

しっかりとやっていくための準備が２０

２０年度には求められていると思います。

具体的に、どのようにしていこうとされて

いるのかお聞かせください。 

 それと、学童保育で最後に質問ですが、

民間委託が４月から始まります。３校の民

間委託です。直営の指導員でさえ、指導員

の確保が非常に困難だというご説明を何

度もお聞きしています。量の確保というの

は、民間委託でも、公立でも重要だと思い

ます。同時に、やはりこま切れで指導員が

子どもたちを担当するということであれ

ば、子どもと指導員との間の人間関係、信

頼感、学校や地域との連携が取りづらくな

るということでありますので、民間委託校

を含めて、学童保育の指導員、質の確保に

ついてのお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 次に、児童虐待のことで少しお聞きして

おきたいと思うのです。 

 予算概要でいきますと、児童虐待防止キ

ャンペーンが１１万円計上されています。

歳入のほうで見ますと、予算書３６ページ

には、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業

補助金１，１８０万７，０００円が計上さ

れております。初めに、防止キャンペーン

と、それから児童虐待・ＤＶ対策等総合支

援事業補助金について、どのように生かさ

れているのか、お聞きをしておきたいと思

います。 

 それから、次は中学校給食についてお聞

きしたいと思います。 

 今年度の予算に、２０２１年からの３年

間の債務負担行為が計上されております。

２０１８年から２０２０年までの債務負

担行為は、３年間で８，７００万円であり

ました。今回は８，１８４万円ということ

です。若干、数字が下がっております。こ

の辺の債務負担行為の設定についての根

拠をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、２０２０年度につきましては、

お弁当の浜乃家との契約最終年となって

おります。デリバリー選択制という形で、

いろいろ喫食率を高めるためにキャンペ

ーンをされたり、試食会を開いたり、いろ

んな努力をしておられることはよく承知

をしております。ただ、契約最後の年でも

あります。また、デリバリー選択制ですか

ら、役員会の皆さんがおっしゃる言葉をか

りれば、栄養バランスのとれた安全な給食

を必要とされている生徒にいかに届ける

のか。とりわけ、貧困状態にある家庭の生

徒にしっかりと届けていくということが

必要だと思います。アンケートは、９割が

お弁当を持ってきた。私は、お弁当を持っ

てきているからお弁当がいいという判断

をされていることは、私はどうも納得がい

かないのでありますけども、少なくとも９

割はお弁当を持ってきておられる。残り

５％は市販のお弁当などを持ってきたり、

また５％はパンとか牛乳とかいうものだ

ったのかなと思うのです。わずかではあり

ますけど、弁当を持ってきていない、何も

食べていないという子もいたかと記憶し

ております。１０％の目標というのは、お

弁当を持ってこられない方々には、少なく

とも栄養バランスのとれた給食を食べて

もらいたいというのが摂津市教育委員会

の強い思いだと思うのです。必要とされて

いる方々はどんな方々なのか、どのように
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把握されようとしているのか、そして、そ

の人たちがなぜ食べられていないのか、そ

の辺の検討がされているのかどうなのか

お聞きしたいと思いますし、この１年、ど

う検討されていこうとしているのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 それから、今回の債務負担行為に戻りま

すが、前回の３年の債務負担行為は１０月

の議会に提出されていました。２０１８年

４月からスタートするものが２０１７年

１０月の議会に債務負担行為を示されて、

その債務負担行為が計上された予算が可

決後、業者選定を行ったという流れでした。

今回、なぜ１年前からこの債務負担行為を

提案されたのか。それから、予算が今回、

３月末に可決されたとして、この１年間、

どのようなスケジュールで選定をし、契約

をして準備をしていこうとされているの

か、お聞かせをいただきたいと思います。 

 最後に、また２０２１年から３年間の債

務負担行為で、デリバリー選択制をこのま

ま続けるということになると思うのです。

低迷する喫食率というのは、私も、教育委

員会の皆さんも、子ども・子育て会議の皆

さんも共通した認識だと思います。低迷し

ている喫食率を上げなきゃいけないとい

うのも同じ認識だと思っています。代表質

問等でもお聞きしましたけども、学校給食

が教育の一環として、先ほど申し上げたよ

うに、貧困家庭の子どもたちにしっかりと

栄養バランスのとれたものを届けていく

という役割も担っている。デリバリー選択

制を今後３年間やっていくとしても、その

課題をどうやって解決していくのか、工夫

と努力が必要だと思うのです。債務負担行

為をとって、新たな契約を結んでいく上で、

今までと同じようなデリバリー選択制で

は代わり映えもしません。キャンペーンを

張っても、これは限界があります。やっぱ

りしっかりとした対策が必要だと思いま

すので、その辺の新たな契約を結ぶ上で、

改善点、見直し点などどう考えているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、同じく給食なのですけれども、

今回、給食の食材についてちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

 保育所、小学校、中学校それぞれ、学校

給食の物品の規格というのが決められて

いて、より安全な食材で安全な給食を調理

して提供していただいていると思います。

食品選定と食品検査委託料、それぞれ小学

校、中学校でも６０万円、２８万円と計上

されておりますので、給食の食品の選定と

食品の検査の現状をお聞かせいただけな

いでしょうか。 

 続いて、小学校、中学校の施設改修事業

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 トイレ照明の工事など、トイレは７か年

計画で、小・中学校のトイレをきれいにし

ていくということであります。照明につい

てもＬＥＤ化を進めて、これも６か年の計

画で進められていくということでありま

す。それぞれ今年度工事をする学校で、新

年度は実施設計で、再来年度には工事をす

るという計画になっております。それぞれ

工事のタイミング。トイレの場合ですと、

学校の学期中に工事をすることもあるの

かもしれませんが、そういった工事のタイ

ミングとかについてお聞かせいただきた

いと思います。 

 それから、千里丘小学校の基礎調査・基

本構想検討業務委託料については、先ほど

三好委員からも質問がありました。新しい

マンション開発、それから千里丘駅西口の

マンション開発が予想される中で、子ども
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の人口もふえていくだろうと。現に、保育

所は待機児童があふれているという状況

でありますから、非常に狭小な千里丘小学

校を受け入れとする上で、今のうちからし

っかりと検討をしていくということは非

常に重要なことだと思います。先ほどご説

明いただきましたので、この点については、

しっかりとした検討を行っていただくよ

うにお願いをしておきたいと思います。 

 それから、既存不適格等是正調査委託料

についても、これまで統廃合後の小学校校

舎の建築、給食調理室、学童保育室の建築

など、いざ建てようとしたときに、予算を

組んだ後に建築基準法上の問題等があっ

て、一旦それがとまって、再度契約を結び

直すということがたびたび起こってきま

した。教育委員会に専門家がいないという

ことでありましたが、やはり公共施設のほ

とんどが教育委員会の施設でありますし、

しっかりとした計画を立てる、どんなもの

をつくるのかという議論をした後に、やっ

ぱりこれはだめでしたということはおか

しな話になります。今後、中学校給食の問

題に影響があることだとも思いますので、

しっかりとした調査を行っていただきた

いということを申し上げておきたいと思

います。 

 トイレと照明の工事の１年を通しての

タイミングだけお聞かせください。 

 それから、学校でお仕事をされる読書サ

ポーターとか小学校１年生等学級補助員、

障害児等支援員、スクールソーシャルワー

カーやスクールサポーターなどなど、非常

勤の職員が会計年度任用職員という形に

なりました。予算書を見ますと、読書サポ

ーターとか障害児等支援員が非常に減額

になっていたり、小学校１年生等学級補助

員については項目がなくなっております。

少しお聞きしたところによりますと、新し

い体制の下で、学校で事務を援助する人員

を配置していくのだというお話でありま

すが、改めてこれまで役割を十分果たして

おられると私は思っていますが、読書サポ

ーター、小学校１年生の学級補助員や障害

児等支援員の今後の配置の予定、それから

学校マネジメント、これまで７人の配置だ

ったかと思いますが、大幅に増額となって

おります。スクールソーシャルワーカー事

業についてもセラピードッグなど新しい

事業にも取り組まれるとのことでありま

すが、スクールソーシャルワーカーそのも

のの人件費等も増額となっております。学

校現場での事務等、それから先生たちの長

時間労働を是正し、子どもと向き合う時間

をつくっていくためのこうした配置につ

いて、今年度、どういう方針で臨まれよう

としているのか、配置状況をあわせて教え

ていただきたいと思います。 

 それから、学力向上推進事業にかかわっ

てお聞かせいただきたいと思います。 

 学力定着度調査５５０万円が計上され

ております。これは、摂津市独自の学力定

着度調査を毎年のように行っておられる

ものだと思います。小学校１年生から小学

校６年生まで、学力のテストは小学校２年

生からと認識をしているわけであります

が、本当に今たくさんのテストが行われて

いるのです。小学校１年生から小学校６年

生は、今の計上されている摂津市の学力定

着度調査で、大阪府は中学校１年生から３

年生まで大阪府チャレンジテストという

のが実施されています。小学校６年生と中

学校３年生は全国学力テストというのが

行われています。それぞれ１年を通して、

必ずどこかでこういった一斉テストとい

うのが行われているかと思うのですが、そ
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れぞれの受験に日程、答案結果の返却の日

程、また結果の活用方法と結果の傾向、こ

の間の変化等をお聞かせいただきたいな

と思います。 

 大阪府のチャレンジテストも、内容が変

更になるという方針が示されていると思

いますので、その点もあわせて、大阪府、

国、そして摂津市それぞれのテストは、ど

んな目的があるのか、違いは何なのか、テ

ストばかりこんなにやって、本当に必要な

のかどうなのか、非常に疑問です。学習指

導要領が新しくなって、小学校で英語が教

科化されていることなどで、授業時間を確

保するのも学校で非常に苦労されている

と。働き方改革で、先生も早く帰らなけれ

ばいけない日などは、休み時間も短縮をす

るなどの苦肉の工夫がされていると思い

ますが、こうした下で、チャレンジテスト

になりますと、相当な時間数をとらなけれ

ばならないと思います。本当に全てのテス

トに参加しなければならないのか、参加し

なければならない理由は何なのかについ

てお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾について

は、こちらは２倍ほどの予算になっており

ます。対象年齢の拡大と教科の拡大をして

いるということであります。これまでご報

告をいただいておりますが、新年度、５か

所で教科もふやしていく中での予想され

る効果、それから摂津ＳＵＮＳＵＮ塾につ

いては１クラスが２５人ぐらいの規模だ

ったかと記憶しているのですけども、少人

数編制であることの理由をお聞かせいた

だけたらと思います。また、業者の選定に

ついてはどのような業者を選定しようと

しているのか、選定方法等をあわせてお聞

かせください。 

 次に、特別支援学級在籍児童がいわゆる

学校の生活の中で、通常学級で過ごす時間

もあることについて。いろんな経験をする

ためにも、この時間も大事だというような

ことだと思いますが、改めてその意味につ

いてお聞かせください。 

 それから、代表質問の答弁でもありまし

たが、大阪府の施策として、３５人以下学

級の少人数学級編制に大阪府の施策を活

用することができるようになると、３５人

以下学級を弾力的に運用していくことが

できるということでありました。どのよう

な制度なのか、それから国の制度が変わら

ない下で、弾力的な運用を行うことによっ

て、どこかでひずみが起きるのではないか

なということも考えられますが、そのデメ

リットについてもお聞かせください。 

 最後になります。最後は、この間、３月

２日から対応されておられる新型コロナ

ウイルス感染予防で行われている休校の

対応についてお聞きしたいと思います。 

 非常に大きな混乱が起き、また学校は休

校で学童は開室しているとか、非常にいろ

んな矛盾がある中で、自治体によっては総

理の要請には従わずに、通常どおり学校を

開いたり、学童も含めて希望者には給食を

提供するなどという、それぞれの自治体の

教育資源を活用して対応されている取り

組みが多く見られました。 

 摂津市では、２日から４日まで小学校１

年生から６年生までお家で見られない児

童に限って、学校で受け入れをしていただ

きました。５日からは、小学校３年生まで

を受け入れるということにされています。

学童保育については、基本、朝からの開室

をするために指導員の確保に奔走されて

きたと思います。春休み中にウイルス感染

が収束に向かうことを願ってやまないも

のではありますが、４月に入っても、この
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状態が継続することも、やはり今のうちか

らしっかりと見越して、早目に検討をして

いく必要があると思います。当初予算の編

成時では、まだこのような状況は予想され

ていませんでしたので、新型コロナウイル

ス対策での児童の受け入れの問題である

とか、休校に伴い仕事を休んだ場合の給与

補償とか、いろんなケースが出てくること

があると思いますが、この後の対応をどう

していこうとされているのかお考えをお

聞かせください。 

 それから、学校休校によって給食がとま

りました。一斉休校によって、もしくは感

染の拡大によっていろんなところに、大き

な影響が出ておりますが、仕事がなくなっ

てしまうパート社員たちの収入がなくな

ってしまう、これも大きな問題になってき

ていると思います。 

 摂津市の直営の調理員の今の状況、それ

から民間委託校５校で働いておられるパ

ートの調理員の今の状況、中学校給食も含

めて、雇用状況はどのようになっているの

か、そこへの目配り、配慮などをされる予

定はないかお聞かせください。 

 それと、これは先ほど三好委員からもあ

りましたけども、３月初めに休校になった

ことによって、１年を通して学習のカリキ

ュラムについて、積み残しがあるのではな

いかと心配されています。義務教育課程の

中で身につけなければならないものが残

されてしまうということは非常に問題だ

と思いますが、残っている課題について、

どのようにカバーをされていこうと考え

ておられるのか聞かせていただきたいと

思います。 

 最後に、現段階で保育所と学童保育が開

いていますが、やはり市の担当の方が保育

所であったり、学童であったり、これは公

立、民間問わず、足を運んで現場の要望等

を聞いてくることが必要ではないかなと

思いますが、そうした取り組みなどは今ど

のような状況になっているのか、お聞かせ

いただけたらと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課にかかわりますご質問にお答えい

たします。 

 まず、教育・保育の無償化についてでご

ざいます。 

 副食費の無償化の検討ということでご

ざいますけれども、保育料が無償化になり

まして、副食費が実費徴収になったという

ことがございます。しかしながら、副食費

も所得が低い方につきましては免除とな

りますことから、実質的に無償化前から負

担が増になるということはございません。

現状では、こういった形で、国の制度にの

っとって、保育の無償化、それから副食費

の徴収というのを進めていきたいと考え

ております。 

 次に、市の独自減免の負担というところ

でございます。 

 おっしゃいますとおり、保育料につきま

しては、これまでも独自の軽減を行ってい

るところでございます。この無償化によっ

て、３歳から５歳の分につきましては、そ

の負担が４分の１に減るということでご

ざいます。しかしながら、無償化によって、

当然、市の負担が出てくるものもございま

すので、これらが増減しますと、無償化前

に比べて市の負担は増加すると見込んで

おるところでございます。 

 認可外の指導についてでございます。 

 現状、本市では認可外保育施設が五つご

ざいます。ヤクルトが二つ、それから昭和
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病院、それから国立循環器病研究センター

の認可外保育などでございます。今年度、

指導監査を行っているところでございま

す。内容としましては、一部夜間の基準が

満たしていないなどもございましたけれ

ども、指導のほうを行っているというとこ

ろでございます。 

 無償化の対象、無償化の対象じゃない、

それぞれございますけれども、本市では全

て無償化の対象となっているところでご

ざいます。 

 今後、そういった基準を満たしていない

認可外保育施設についても、我々としまし

ては基準を満たしていただくように、今後

も引き続き指導、監査のほうを行っていく

というところでございます。 

 待機児童についてでございます。 

 待機児童につきましては、おっしゃって

いただきましたとおり、保留の数が２３８

名出ているというところでございます。今、

最終の調整をしておりますので、現段階で、

厚生労働省定義の待機児童というのは申

し上げられないというところでございま

す。この２３８名の中から、待機を希望さ

れている方もいらっしゃいます。転園を希

望されている方もいらっしゃいます。これ

らの方を除いて、また厚生労働省定義の待

機児童数を算定していきたいと考えてお

ります。 

 地域性がどうなのか、年齢的にどうなの

かというところでございますけれども、地

域としましてはやはり安威川以北が中心

になっておりまして、年齢としましてはや

はり１歳から２歳が中心となっていると

いうところでございます。 

 令和２年度の整備というところでござ

います。 

 先ほども申しましたとおり、安威川以北

で待機児童が中心として発生していると

いうところですので、安威川以北地域に認

可保育所、認定こども園もしくは小規模保

育事業所を整備していきたいと考えてお

ります。できれば、２園というところで計

画しておるのですけれども、安威川以北で

はなかなかまとまった土地もないという

ところでございまして、定員としては合計

５０名から６０名程度、増加を図りたいと

考えております。整備につきましては、保

育連盟にも協力を求めながら、令和３年度

に開設できるように進めていきたいと考

えております。 

 次が病児保育についてでございます。 

 本市では、おっしゃっていただきました

とおり、体調不良児対応型、病後児保育対

応型を実施しております。体調不良児対応

型につきましては子育て総合支援センタ

ーで実施しておりまして、利用者は月１０

名ほどでございます。病後児保育事業につ

きましては摂津ひかり保育園のほうで実

施していただいておりまして、こちらのほ

うは利用者のほうがかなり少なくなって

おりまして、月に一人いるかいないか程度

でございます。 

 一方、エキスポキッズにつきましては、

利用される方が月に６名ほどということ

でございます。やはり病後児よりも病児の

ほうのニーズが高いととらえておりまし

て、子ども・子育て会議でもご意見いただ

きましたとおり、ニーズが高い事業である

ということも認識しております。設備とか

運営の基準のハードルが高い事業ではあ

るのですけれども、民間園にも打診しなが

ら、整備に向けて検討していきたいと考え

ております。 

 鳥飼の教育・保育施設の再編整備の委託

でございます。こちらは、委託の内容につ
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きましては計画条件の整理とか法的条件

の整理、あと敷地利用計画の検討、建物計

画の検討を土木建築関係のコンサルタン

ト会社に委託していきたいと考えており

ます。 

 認定こども園化を含めて、建てかえも含

めて、その他の子育て支援機能などを加え

ることも含めて検討していきたいと考え

ております。 

 このたび、市長部局のほうで鳥飼のグラ

ンドデザインを策定ということで、予算の

ほうが上がっているかと思います。こちら

のほうは２年をかけて策定されるという

ところです。 

 鳥飼の教育・保育施設の再編整備の調査

というところは１年で完了するというこ

とでございまして、こちらのほうが１年早

く完了することになるのですけれども、グ

ランドデザインの担当とは綿密に連携を

図りながら進めていきたいと考えており

ます。 

 最後、認定こども園化の進め方というと

ころでございます。 

 今ある保育所、幼稚園につきましては、

在園児、それから今度入ってくる入園児の

保護者を対象に説明会のほうを実施して

おります。一定、ご理解をいただいている

と認識しておりまして、今後も必要に応じ

て、説明等を行いながら丁寧に進めていき

たいと考えております。 

 最後、新型コロナウイルス感染症に係る

お問いでございます。 

 保育所の民間園に対してというところ

でございますけれども、現状、国や府から

多くの通知等がおりてきております。その

分に関しましてはタイムリーに民間園の

ほうにも情報提供をさせていただいてい

るというところでございます。特に、個々

に質問とかも電話で問い合わせがござい

ますので、その点については、随時対応さ

せていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず１点目、貧

困の問題でございます。子ども・子育て支

援事業計画の中にどのように盛り込んで

いるかというところでございます。 

 その中には、今、第２計画における取り

組みの課題としまして、さまざまな課題を

設けておりまして、その中の一つとしまし

て、貧困に苦しむ子どもや子育て家庭への

対応ということで、今、国・府の動きであ

りますとか、府の中でどういうふうに取り

組んでいくのかというところもあわせて、

今後、摂津市でも貧困対策というのをしっ

かりと取り組んでいくということの課題

の提起をさせていただいております。あわ

せて、どういうことをやっていくかという

ところで、子どもの貧困対策の推進という

ところで、やはりいろんな要素がこの貧困

問題にはかかわっているということで、さ

まざまな角度から施策を実施していかな

いといけないというふうになっておりま

す。 

 大きな取り組みとしましては、大綱に掲

げます四つの重点的支援方針、教育の支援

であったり、生活の安定に資するための支

援であったり、保護者の就業の安定、また

経済的支援、それらに対しての取り組みと

いうのをやっていかないといけないとい

うことと、直接、貧困対策というものでは

ございませんけども、児童扶養手当であり

ますとか就学援助の取り組み、そういうも

のについてもしっかりと充実をしていく

ということで、この計画の中で現在、盛り

込んでいるものでございます。 
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 それと、二つ目の子どもの未来を応援す

る首長連合、こちらにつきましては、平成

２８年５月に設立をされまして、現在、１

８０団体が加入していると聞いておりま

す。首長連合の取り組みとしましては、や

はり貧困対策というのを地域別、また広域

においてさまざまな取り組みをしていか

ないといけないのじゃないか、また、その

ためには現場レベルの知見共有というの

が必要であると。また、そのためには、国

への政策提言、そういうのも必要であると

いうことから、今、取り組みのほうをされ

ておりまして、具体的にはシンポジウムの

開催や、国と他市町村への現在、それぞれ

市町村で取り組まれている内容の情報発

信、そういったものを主なものとして活動

のほうをされている団体でございます。 

 それと、次に、学童保育の件でございま

す。 

 予算の７割増というところで、大きな増

減としましては、来年度から延長保育を実

施するに当たり、学童保育室の運営を一部

委託いたしますので、その委託料と、あと

会計年度任用職員の報酬としまして、支援

児増に伴う指導員の報酬等の増、主に人件

費の増というところで伸びておるもので

ございます。 

 次に、１クラス４０人体制のところの問

題でございます。 

 現状でいきますと、１クラス４０人を超

える学校としましては２校ございます。そ

のうち１校につきましては、教室の定員数

が大きいものでございますので、その中で

一定対応していきたいと考えております。

もう１校につきましては、現在も大体、児

童数が変わりないものとなっております。

現状で、その日その日に合わせて、出席児

童数に応じて学校のほうに特別教室、視聴

覚室でありますとか、図書室でありますと

か、いろんな場所を借りながら運営のほう

を引き続き行っていきたいと考えておる

ところでございます。 

 それと、学童保育の充実というところで

ございます。 

 委員がおっしゃられましたとおり、子ど

も・子育て計画の中で、今、高学年の延長

の人数も示させていただいているところ

でございます。こちらのほうは特に、やは

り保護者からのニーズも非常に高いもの

でございますので、我々としましても、し

っかりと実現に向けて取り組んでいかな

いといけないと考えております。来年度か

ら一部の学校において民間委託を実施し

てまいりますので、そこの部分の検証と合

わせて、まず４年生の延長のところに向け

て、どのような形で実施していくか、そこ

の部分を含めて、子ども・子育て会議の中

でしっかりと議論も重ねていきたいと考

えておるところでございます。 

 それと、次に、民間委託における質の確

保というところでございます。この部分に

つきましては、現在、１月から３月にかけ

て、委託事業者において引き継ぎのほうを

しっかりとやっていただいておるところ

でございます。現状、子どもたちの様子で

ありますとか特徴、また直接保育にはかか

わっておりませんけども、部屋の中でどう

いう保育をしているかいうのもしっかり

と見ていただいて、指導員からの引き継ぎ

も受けているところでございます。そうい

うものを受けて、来年度に入りましてから

も、一定質の確保というところについては、

やはり必要な研修というのも幾つかござ

います。そちらのほうの実施、また指導員

同士の交流といいますか、情報交換の場と

いうのもしっかりとやっていかないとい
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けないと思いますし、あわせて来年度に入

りまして、市職員による現場の巡回という

のもしっかりとやっていきたいと考えて

おります。また、市のほうと保護者、また

事業者との三者が集まっての意見交換の

場というのもしながら、しっかりと質の担

保というところを図ってまいりたいと考

えております。 

 あと、新型コロナウイルス対策のところ

でございます。 

 学童保育室を朝８時半から開室すると

いうことになりまして、それぞれ指導員と

の協議、また現場へ何度か足を運んで、現

状の確認もしておるところでございます。

各ホームによって、やはり出席児童数であ

りますとか部屋の大きさ、それぞれ違う状

況でございますので、その状況に合わせた

対応のほうをしっかりしていきたいと考

えております。そのためには、やはり学校

との連携も必要になってきますので、校長

先生への協力依頼もしながら、しっかりと

感染拡大防止に努めていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 木下課長。 

○木下家庭児童相談課長 それでは、児童

虐待についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、歳出の児童虐待防止キャンペーン

事業についてですけれども、毎年１１月の

児童虐待防止月間に虐待防止の願いを込

めてオレンジのリボンをＰＲする取り組

みを実施しており、これに係る経費を計上

させてもらっております。具体的には、街

頭啓発やパネル展示並びに講演会の開催

などを実施してきておりまして、次年度も

啓発グッズの購入や講演会の講師料など

に充てる予定としております。 

 次に、歳入の国庫補助金、児童虐待・Ｄ

Ｖ対策等総合支援事業費補助金について

でございます。 

 児童虐待に係る内容といたしましては、

家庭児童相談課で対応に携わっておりま

す会計年度任用職員の報酬や、先ほどのキ

ャンペーン事業などの経費に補助金のほ

うを申請する予定でございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 まずは、学童保育室

の修繕の費用の増加理由についてのお問

いでございます。 

 学童保育室の１０校につきましても、近

年、修繕が多うございます。こちらにつき

ましても、老朽化が見られるところでござ

います。また、令和２年度の味舌小学校、

味生小学校、鳥飼北小学校など、学童保育

室の増加の見込み、また令和３年度につき

ましても、鳥飼西小学校、別府小学校等の

増加の見込みが予想されるとお話をいた

だいております。このことから、来年度の

補修が必要であると判断いたしまして、増

額とさせていただいております。 

 ２点目の中学校給食、債務負担行為が少

し下がっている、この理由は何かというお

問いでございます。 

 前回、債務負担行為額を出させていただ

きます折に、業者のほうで見積もりを取り

ました委託料が１件当たり６９０円とい

うことで計算をしております。今回、見積

もりを取らせていただいた中では、６２０

円ということで計算をしておりまして、こ

の差額が主な理由となっている次第でご

ざいます。 

 次に、これまでの過去の調査で、貧困の

子ども、何も食べていないと回答した子に

対する対策は、どうなっているのか、今後
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どうするのかというお問いであったと思

います。 

 学校のほうに当時からお問い合わせを

させていただく中では、貧困が原因という

ことではないとは伺ってはおります。また

来年度は、再度のアンケート調査等もして

いこうと思っております。私どもといたし

ましても、直接学校の先生であるとか、ス

クールソーシャルワーカーのお声である

とかを聞かせていただいて、今後の参考に

してまいりたいと考えております。 

 それから、債務負担行為が１０月議会で

はなく、なぜ今の時点で出しているのかと

いうお問いでございます。 

 １０月というのも考えはいたしました

が、業者が他市に行ってしまったり、学校

以外の給食等もやっておられ、そちらに行

く前にという意図もございまして、先にこ

の段階で出させていただいております。 

 今後のスケジュールといたしましては、

５月、６月、７月には告示をさせていただ

きまして、プロポーザルで業者の選定を、

夏ごろに予定をしております。秋には契約

までいけたらと思っているところでござ

います。 

 次の３年間に向けて新たな改善点、見直

し点というお問いでございます。 

 契約に関しましての改善点ということ

でございますが、例えば子どもたちに人気

のある汁物が今、週３回であったり、４回

であったりとするのですけれども、毎回に

するということであったり、これはちょっ

と調整が必要かと思いますが、予約を前日

や少しでも近日中に予約ができないかと

いうことを提案させていただき、プロポー

ザルの中でも業者からもご提案をいただ

きたいと思っております。また、ニーズの

確認、特にメニューがおいしそうに見えな

いというお声もいただいておりますので、

おいしそうに見える工夫等々を実施して

まいりたいと考えております。 

 次に、食品検査についてでございます。 

 食品検査委託料という点で、どういった

ものを調べているのかというお問いだっ

たかと思います。ここでは大腸菌や黄色ブ

ドウ球菌、一般の生菌と残留農薬等を調べ

ているところでございます。 

 次に、トイレとＬＥＤ化について、それ

ぞれの今年度の工事のタイミングについ

てでございます。 

 ＬＥＤ化につきましては、本年度は実施

設計でございますが、夏休み等に見に行か

せていただく予定でございます。トイレに

つきましては、特に夏季休業中に集中的に、

音の出るもの等を実施していく予定でご

ざいます。トイレの実施設計がことし鳥飼

北小学校の予定でございます。 

 それから、新型コロナウイルス対策の関

連のご質問でございます。 

 給食がとまると、委託業者の仕事がなく

なってしまうがパート社員への配慮はど

うなっているのか、また、それぞれ直営、

民間の調理員はどうなっているのかとい

うお問いだったかと思います。通常の長期

休業中と同様、日々の汚れや道具をそれぞ

れにぴかぴかにするということで、大がか

りな掃除等を行っていただいているとこ

ろでございます。 

 それから、委託業者についての配慮とい

うことでございますが、基本的には１９日

まで、本来でしたら業務についていただい

ているところでございます。その分の労働

が全くなしにはお支払いは難しいと思い

ますので、摂津市のために調理実習をして

いただいたり、アレルギー等のさまざまな

研修もしていただいて、私どもに結果報告
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をいただいた上で、相当と認めるのであれ

ばお支払いをするという方向で今検討を

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわる内容についてご答弁申し上

げます。 

 まず初めに、学力向上にかかわって、各

国や府や市の調査についての日程等につ

いてですが、まず、全国の学力調査ですが、

こちらは小学校６年生、中学校３年生が対

象になっておりまして、実施については４

月の中旬ごろ実施となっています。例年、

返却時期については７月下旬から８月に

なっております。 

 続いて、中学生の大阪府のチャレンジテ

ストですけども、１・２年生については１

月中旬ごろ実施で２月の下旬ごろ返却、３

年生については、本年度は６月中旬実施で

例年１０月ごろ返却になっています。市の

学力定着度調査ですが、１２月の中旬ごろ

実施で１月末ごろ返却となっています。 

 目的については、それぞれの調査ともに

実施している、例えば国、府、市が全体的

な子どもたちの学力の状況を把握しまし

て、その実施団体である教育の施策の改善

に生かすものとなっております。また、各

学校につきましては、同じく学校の学力状

況を把握するとともに、学校の学力向上に

係る取り組みについての改善に生かして

いくものとなっております。この結果の活

用については、各学校において結果を分析

しまして、課題を明確にして取り組みに生

かしております。我々、教育委員会としま

しても、こちらの各結果を使って、新たな

施策を考えていっているというところで

す。 

 このテスト等を受けての変化ですが、各

学校、こういう授業改善を中心とした学力

向上の取り組みは進んできているかなと

思っています。例えば、学校にあらわれて

きた変化としては、家庭学習の習慣の定着

のために家庭学習週間の取り組みである

とか、あとは授業改善を中学校区で、例え

ば相互に教員が見合って、授業改善に生か

す取り組みであるとか、そういった各学校

で学力を高めていこうという取り組みが

進んできているかなと思っております。結

果、学力向上については、同一集団で比較

して上がってきている結果も見られてき

ております。 

 学力の各調査について、参加する理由に

ついては、このような調査によって、各学

校がどういった子どもたちの課題がある

かを把握するためです。やはり子どもたち

のためにも、授業改善を中心とした学力向

上の取り組みが必要であるいうことから

も、我々としては参加していきたいと考え

ています。 

 また、中学生のチャレンジテストについ

ては、高校選抜の要項にもこちらを活用し

た評定を使用することとっておりますの

で、参加していきたいと考えております。 

 続いて、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾にかかわっ

て、こちらの期待する効果であったり選定

方法、１クラス２５人である理由というこ

とですが、まず期待する効果については、

この摂津ＳＵＮＳＵＮ塾、これまで基本的

な学力とか学習内容の定着、その部分につ

いて課題意識を持っておりまして、学習内

容の定着や、基礎的な学力の向上を期待し

ております。今後、中学校２年生、中学校

３年生へと学年を広げていくので、高校選

抜に向けて、進学を考慮した上での内容に

なって、その部分でも力をつけてもらえた
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らなと期待しております。 

 また、１クラス２５人である理由につい

ては、当初は各会場の大きさから考えて２

５人ぐらいが、希望的にもこれぐらい入っ

たらいいかなと思っていたのですけども、

その後、状況を見ていますと、当該の学年

の大体１０％ぐらいを目安とするのが妥

当かと考え、現在、各会場では１０人から

１５人ぐらいを定員としていこうかと考

えております。ただ、定員を超えて入れな

いというものにはしていかない形で行っ

ていきたいと思っております。 

 業者選定にかかわる内容ですが、こちら

は仕様をお示ししまして、複数業者に手を

挙げてもらい、その中からプロポーザル等

で選定をしていきたいと考えております。 

 続いて、３５人学級などに府の加配を活

用できるようになった、その制度の内容に

ついてですが、こちらの府の加配について

は、いろいろ種別がある中で、指導方法の

工夫改善定数を活用した加配というもの

です。例えば少人数指導であるとか、いろ

いろ選択できる加配メニューが複数ある

中で学校が選ぶものになっております。そ

の中で、学校が加配を活用して３５人学級

にしていくというような内容になってお

ります。 

 デメリットにつきましては、こちらの加

配については、学校の課題、ニーズに応じ

て選択できるというものになっておりま

すので、大きなデメリットがあるのかとい

うのは、余りデメリットはないととらえて

いるのですが、ただ、数が限られておりま

すので、例えば全ての学年で行うことがで

きないこととか、次の年もやるのかという

のは、毎年毎年、検討が必要になってくる

ことなどがデメリット、課題ではあると思

っております。 

 続いて、新型コロナウイルス感染症の対

策、一斉休校の今後の対応についてですが、

新年度４月の対応等ですが、こちらの内容

については、日に日に変化している状況が

あります。我々としましても、最新の情報

をとらえて、その都度、判断していく必要

があると考えています。現状は、卒業式の

実施について通知に、入学式も同じような

形を現在は考えていますという方針を示

しています。ただ、この状況が変わってき

ておりますので、また新たな方針を示す必

要はあるかと思っております。いずれにし

ましても、子どもや学校が困らないように

最善を尽くしていきたいと考えています。 

 ４月以降のこれまでの積み残しに対す

る対応ですが、先ほどもご答弁させていた

だきましたように、現在、調査中ではあり

ます。今、数校、返事も来ているのですが、

学校によってばらつきがあるととらえて

いますので、そこを最善の形がとれるよう

に対応していきたいと思っています。 

 中学校は、学年末の考査が終わった後に

休校措置になっていますので、中学校のほ

うは余り、いわゆる積み残しというものは

ないというのが現状では把握しています。

またそれも踏まえて、学校が困ることのな

いように方針を定めていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 井上課長代理。 

○井上学校教育課長代理 来年度の非常

勤職員、会計年度任用職員の配置について

お答えいたします。 

 学校マネジメント支援事業により、来年

度、新たに教育活動支援員を配置します。

教育活動支援員というのは、これまでの非

常勤職員の役割を含めた形の新たな職と

いうことで、より幅のある学校での支援人
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材ということになっております。更新任用

する現状の非常勤職員とあわせて、各校の

状況に応じて配置をする予定です。配置数

については、現状数程度を予定しておりま

す。 

 また、スクールサポーターですけども、

今年度７校に配置でしたが、来年度につい

ては１５校全校、そのうち摂津小学校につ

いては２名配置ということで予定してお

ります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 大﨑課長。 

○大﨑教育支援課長 それでは、支援学級

在籍児童・生徒が通常学級で過ごす意義と

いうご質問にご答弁を申し上げます。 

 各学校では、支援学級在籍の児童・生徒

に対して、障害による学習や生活上の困難

の克服を目指した支援、また社会参加や自

立に向けた指導を行っているところでご

ざいます。支援学級で学習をする時間もご

ざいますが、通常学級で過ごす中で、いわ

ゆる交流及び共同学習の時間もございま

す。交流及び共同学習の時間を充実させる

ことによって、支援学級に在籍する児童・

生徒、また通常学級に在籍する児童・生徒

相互の理解がより一層進み、ともに学び、

ともに育つという観点からの学校づくり

や集団づくりにもつながっていくと考え

ております。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、２回目の質問を

していきたいと思います。 

 最初に、保育料の無償化にかかわって、

最初にお聞きしたのは、今までの保育料の

中から新たに副食費が負担となった方で

も、所得制限によって減免、免除になって

いると。もしくは、副食費が負担になった

としても、保育料の無償化で相殺になって、

今までより負担増になった人はいないと

いうご答弁だったかと思うのですけれど

も、今回の幼保無償化の目的というのは子

育て支援であり、経済的な負担の軽減であ

り、しかも財源を消費税増税分で充ててお

ります。消費税というのは、所得の低い人、

とりわけ子育て世代にとってみると、日々

の生活にのしかかってくるものであって、

逆累進性の性格から言って、子育て世代に

非常に厳しい税金だと思いますね。その上

での無償化でありますから、負担がふえて

いないということをよしとするというの

は、やっぱり私はちょっと納得がいかない

なと思うのです。自治体によって独自の副

食費の減免の枠を広げるなどして、幅広く、

中間層も含めて負担を軽減していくと、子

育て支援をしていくという姿勢をとって

いくというのが私は重要だと思ってご質

問させていただきましたので、改めてこの

副食費を無償化すれば、幾らの費用がかか

るのかということはお答えいただきたい

と思います。 

 それから、保育料の国・府の負担金の算

定対象、独自減免分がなくなるわけですか

ら、当然、算定対象も大きくなって負担金

もふえるというご質問をさせていただき

ました。ふえるのだけれども、他に負担が

かかるのでマイナスになるというのが浅

田課長のご答弁なのですが、幾らふえるの

ですかと、独自減免の部分が負担金として

戻ってくる部分について、その部分に関し

て言ったら、どのぐらいの負担金の額がふ

えていくのか。保育料の計算の中ではどう

なのだということをちょっとお聞かせい

ただけたらと思います。 

 それから、認可外保育の件です。市内の

認可外について、ちょっとご説明いただき

ました。ホームページでも掲載されていて、
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１園は、今お話があったように、まだ基準

には達していない、私的という形をとって

いると、もう１か所もホームページに載っ

ている現段階ではまだ基準には達してい

ないということだと思います。ただ、摂津

市内の認可外保育所の場合は、浅田課長を

初め、摂津市のこども教育課の皆さんが足

を運んで、日常的に指導していただいたり、

チェックをしていただくという点では、認

可外といえども、目に見える状況になって

いると思うのです。 

 問題は、他市で手の届かないところでの

認可外保育所で、場合によっては非常に劣

悪な環境の認可外保育所でも無償化の対

象になり得るという状況の下で、どうして

も保育施設を探したい、何とかしたいと思

っている保護者にとってみたら、どこかに

入れたい中でも一番いい条件のところを

探すと思うのです。その一番いい条件の保

育施設が無償化の対象になっている認可

外保育所だった場合、行政が認定をしてい

るから、そんなおかしなことはしていない

だろうという考え方が働くのではないか

ということを心配しているのですね。 

 これも、以前にお話しさせていただきま

したけども、大阪市内の認可外の施設で、

うつ伏せ寝で死亡した事例が何件か報告

されました。小さいお子さんですから、語

ることはできません、主張することもでき

ませんから、人の配置が少ないもしくは経

験のない方や資格のない方ばかりで見て

いたときに、わずかな見逃しによって子ど

もに命の危険が及ぶといった事故が現に

起きていたということから、やはり認可外

保育所であろうとも、きちんとした最低基

準は守るように、それについても、無償化

にするのであれば、よりよい安全を確保で

きるように指導していくというのが本来

だと思っています。 

 現状、市外の認可外保育所を利用されて

いる方がいらっしゃるかと思いますが、全

部が全部網羅してチェックすることは不

可能だと思うのですね。だから、摂津市の

場合は指導監督基準が満たされていない

というところについては、無償化の対象に

ならないので気をつけてくださいよとい

うアナウンスをするためにも、条例化をし

ていく必要があると思っています。そうい

う点で、改めてもう一度、お考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 無償化が始まって、まだ１年になってお

りませんけども、早目の対応をとるべきだ

と思っております。後になればなるほど、

そこに入っている人で突然無償化が打ち

切られて困るという話になってしまいま

すので、早い対応を求めておきたい。お考

えをお聞かせください。 

 次、待機児童の問題です。 

 ２３８名いる今の保留になっている人

がいる中で、やはり課長がおっしゃったよ

うに、安威川以北の施設、それから１歳児・

２歳児、低年齢児の受け入れを広げていく

ということが非常に重要であると思って

います。 

 ご答弁いただいたように、安威川以北に

認可保育所か認定こども園か、場合によっ

ては小規模保育所を２園、新年度中に採択

をして、翌年度にはスタートさせたいとい

うことで、かなりスケジュール的にはタイ

トなのかなと思います。 

 そこで、市内の認可保育所、認定こども

園などは、やはり社会福祉法人であるとか、

学校法人であるとか、ＮＰＯ法人であると

か、営利目的としていたところは基本的に

は排除していくという経過がありますが、

今回の２園ほどを計画しているというこ
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とでありますが、その選定について、そう

いった基準を設けておられるのかどうな

のか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、安威川以北に公立の就学前施

設は今２園しかありません。一つは、摂津

市立のせっつ幼稚園、もう一つは子育て総

合支援センターの二つしかありません。せ

っつ幼稚園は、今後民営化して認定こども

園にするという計画が出されています。そ

れから、安威川以北の唯一の公立保育所で

ある子育て総合支援センターについては、

現状でも入所希望者が非常に多くて、この

４月の入所の申し込みの状況をホームペ

ージで公開していただいておりまして、そ

れを見ても、子育て総合支援センターはほ

ぼ空きがない。４歳児で１名だけ空いてい

るというのが２月末現在だったという状

況で、非常に入るのが大変です。待機児童

も毎年１０数名か２０名ぐらい年度途中

も継続しているというところで、そこにつ

いては、保育を必要としている２号、３号

の子どもの受け入れをふやすのではなく

て、保育を必要としていない１号認定の子

どもを受け入れる、認定こども園化してい

くということにはやはり違和感がありま

す。二つの新たな保育所もしくは認定こど

も園を募集しようという中で、ちょっと矛

盾しているのではないかと思います。 

 その点、公立のせっつ幼稚園が民営化さ

れてしまうということについても、非常に

問題があると思います。その上で、せっつ

幼稚園の民営化を推し進めていこうとさ

れている今のスケジュールをどんなふう

に考えておるのか。住民の皆さん、保護者

の皆さん、地域の皆さん、今、子どもをお

持ちでない若い人にとっても、摂津市の子

育て環境という面で大きな影響があるわ

けですから、どのように説明をしていこう

とされているのか、お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 子育て総合支援センターについては、認

定こども園化ではなくて、保育所として２

号、３号の保育を必要としている人、今な

お入れない人たちがたくさんいる子育て

総合支援センターで、そっちの枠を拡大す

るために設備を増強したり充実をさせて

いくことに力を注ぐべきだと思うのです

けども、その点のお考えをお聞かせくださ

い。 

 病児・病後児保育についてであります。 

 病児保育の期待が大きいわけでありま

す。第１期子ども・子育て事業計画を見ま

すと、実績というのは確保計画の約３割に

しかなっていなかったのですね。この４月

からスタートさせる第２期計画案では、初

年度から病児・病後児保育の量の見込みを

９６０人、病児・病後児保育を確保するの

だという計画になっているのですね。予算

額は横ばいか若干減っている中で、今年度、

９６０人受け入れをするというのは並大

抵の努力ではできないと思うのです。今後

５年間毎年９６０人の確保をしていく内

容となっておりますが、この点のめどはあ

るのか、具体的な計画をしておられるのか、

ちょっとその辺をお示しください。また、

計画が絵に描いたもちになってしまうと

いうのは、時間をかけて議論してつくった

計画そのものに対する信頼性にもかかわ

る問題なので、これをどうするのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 それから、鳥飼保育所ととりかい幼稚園

の認定こども園化にかかわって、再編整備

検討業務委託についてお答えをいただき

ました。子育て施設の配置というのも、鳥

飼のグランドデザインの中にも非常に大

きな影響を与えていくものであって、今お
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話しいただきましたが、きちんと連携をと

りながら、整合性をとりながら、人口が減

っているから施設を削るのではなくて、鳥

飼の地域で安心して子育てができると、豊

かな自然を生かしながらこんな立派な公

立の施設があるのだという理念の下で、ハ

ード面での計画等を立てていっていただ

きたいなと思っています。 

 認定こども園といっても、保護者の方と

か地域住民の方、お隣の小学校などなど、

幼稚園、保育所それぞれと日常的にも深い

かかわりを持って生活している地域です

ので、意見を聞く場も設けていただきたい

と思いますが、その点の進め方についても

う一回お聞かせください。 

 それから、子どもの貧困対策についてで

す。事業計画の中に盛り込んでおられて、

大阪府の総合計画の中の四つの観点など

を大事にしていくのだというお答えであ

りました。 

 貧困対策を進めてく上で、全庁的に取り

まとめる一つの専門的な組織ではなくて、

今あるそれぞれの担当がやっているサー

ビスを着実に進めていくのだと。それぞれ

のサービスが持っている内容を必要とさ

れている方にしっかりと届け、捕捉率を強

めていくことが重要だというお話もいた

だきました。捕捉率というと非常に難しい

のですけども、本来なら受けられるサービ

スが、情報がないため、もしくはいろんな

理由で受けておられない方というのがた

くさんいるのではないか。ひとり親世帯、

母子世帯の約半分、それから子どもの７人

に一人がいわゆる相対的貧困と言われて

いるものです。例えば、生活保護を利用さ

れている中での母子世帯は母子世帯全体

の中でどのぐらいになっているのか、本当

に必要なところに必要な社会保障が提供

されているのだろうか、児童扶養手当を本

来なら受けられるはずなのに受けておら

れない方はいらっしゃらないか、就学援助

費の制度を受けることによって、給食費の

負担なく食べられるよということをきち

んと親御さんにも話ができる状況ができ

ているのかどうなのか、いろんな指標でチ

ェックをしていくことが必要だと思って

います。 

 現状、教育委員会所管の児童扶養手当で

あるとか、市立高校の学習支援金支給であ

るとか就学援助、進路選択支援事業など、

やはり貧困家庭で進学をする際の経済的

な悩みであるとか、子どもは思っていても、

親御さんになかなか話を聞いてもらえな

いとか、いろんな事情があるかと思います

が、そういった子どもたちを親の事情では

なく、きちんと貧困対策として受けとめて、

対策を打っていくことが非常に重要だと

思います。そのためには、やっぱり一番身

近な行政として、摂津市が実態を正確に把

握していくことが求められていると思い

ます。 

 国のほうが共通の指標をこれからつく

っていくということでありますので、その

指標がつくられた後、きちんと新たにその

指標に基づいて、市内の実態調査を行って、

その調査の結果に基づいた貧困対策計画

を子ども・子育て支援事業計画の中に挿入

していくということが非常に求められる

と思います。貧困対策計画をそうやって補

充して充実させていく、その点についての

お考え、また実態調査を行っていく考えに

ついて、改めてお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、学童保育についてです。 

 施設維持管理予算についてはわかりま

した。やはりそれぞれの学童保育室の老朽
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化や、人数増に対する対応ということで進

められておられるということであります。 

 今後、また学童の児童数の増加であると

かクラスの増加などが予想されますので、

適宜、早目に計画を立てて、維持管理や改

修なども視野に入れて、施設の整備をして

いただきたいということを要望しておき

たいと思います。 

 それから、質の問題にかかわってであり

ますが、学童保育というのは学校でもない、

家庭でもない、生活の場ということで、学

校の先生や親に見せない姿を見せてくれ

る場でもあると聞きます。いろいろな子ど

もが持っている、いろんな矛盾であるとか

悩みなどが学童であらわれる。攻撃性であ

ったりとか、いじめであったりとか、そう

いった負の行動であらわしているケース

もあるのではないかなというふうに予測

されるわけです。やはり学童と学校、また

は家庭との連携をしていくというのは非

常に重要だと思います。一緒に子どもの問

題を共有化していって対応していくこと

が必要だと思いますが、現状の学童と学校

もしくは教育委員会、家庭との情報共有の

連携というのはどのように行われている

か聞かせてください。 

 それから、児童虐待についてです。 

 キャンペーンと、それからの補助金の内

容についてはわかりました。 

 昨今、親が我が子をしつけと称して死に

至らしめる虐待をすると。裁判も先日行わ

れていますが、本当に胸が締めつけられる

事件が起きています。児童虐待を未然に防

止して子どもの命を守っていく、虐待の情

報を得て地域や大人が子どもを守ってい

くということは重要だと思います。 

 現状の市内虐待事案もいろいろあるか

と思いますが、虐待の事案に対して、情報

が入ったところからどのような流れで対

応がされるのかについてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから、中学校給食についてです。 

 これは何度も意見は申し上げてきてお

りますが、少なくとも義務教育で行う学校

給食であり、教育課程の一環であり、ほぼ

全国のほとんどの自治体では実施がされ、

大阪府内の自治体でも全員喫食を進めて

いくという流れというのは主流になって

きているのだと思います。今後の給食のあ

り方を検討する上でのデータを取るため

の調査が３００万円で行われて、結果も年

度末には出てくると思います。 

 今後、具体的な見直しの検討を進めてい

くことが必要なのですが、少なくとも今、

ご提案いただいている予算でいえば、その

後の３年も現行方式で進めていくという

ことであります。現行方式でもできる改善、

見直しというのはやっぱり図るべきだと

思います。 

 先ほども申し上げましたけども、子ども

は自分が貧困であるとか、家庭でいろんな

問題を抱えているということを友達に見

せたいとは思わない、先生にも言わないケ

ースもある。見た目では貧困状態なのか、

家庭に問題があるのかは非常にわかりに

くい時代になってきています。場合によっ

ては、お弁当を持っていけないときは、中

学生で給食も１食３００円必要ですから、

食べられない人はあえて学校に行かない

という選択をするという子がいるという

話も聞きます。そういう意味では、少なく

ともお弁当を持ってこられない子どもた

ちをきちんと把握をするとともに、原因と

なっている経済的な理由であるのであれ

ば、少なくとも経済的理由で食べられない

ということはなくす必要があると思うの
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です。就学援助費の制度が選択制だからで

きないのではなくて、食べられない子にち

ゃんと届けたいというのであれば、食べら

れない理由が経済的な理由であるなら、経

済的な援助をして貧困家庭の子どもに栄

養バランスのとれたものをちゃんと食べ

てもらう。選択制であっても、少なくとも

それをやるのが行政であり、教育委員会の

姿勢であり、子どもたちに愛情を示す教育

行政だと思いますが、その点のお考えをお

聞かせください。 

 それから、債務負担行為が今議会に上げ

られたことについて、やはり時期は考える

必要が僕はあると思うのですね。といいま

すのは、ことし秋に市長選挙が行われるの

です。中学校給食の見直しなどというのは、

結構、市長選挙の結果によって大きく変わ

ることがこれまでのいろんな自治体であ

ります。秋の市長選挙後の、新しい市長が

どのような公約を掲げてやるのかという

ことも影響してくるわけですよね。１０月

の議会で、契約まで結んでしまうと、３年

間は選択肢が狭まってしまうのですよね。

選挙というのは市長のためにあるのでは

なくて、市民の皆さんが摂津市の給食をど

うしてほしいか、摂津市をこうしてほしい

という思いを市政に生かすためのもので

ありますから、それを前にして、既に方針

を決めてしまうというのは非常に乱暴な

やり方だと思います。教育長にその見解を

伺いたいと思います。 

 それから、給食の食材についてでありま

す。 

 学校で食べるパンの原料である輸入小

麦から発がん性が大変高いと言われてい

る除草剤グリホサートというものが検出

されて、非常に大きなニュースとなりまし

た。世界の中ではグリホサートという物質

の危険性と使用禁止というのは当然にな

ってきている中で、安全な食を提供しなけ

ればいけない学校給食のパンが輸入小麦

によってつくられていて、そこにグリホサ

ートが検出されるということは絶対にあ

ってはならないことだと思うのです。農民

連食品分析センターが調査をしたのです

けども、国産の小麦でのパンからは検出さ

れていないということでありました。そう

いった問題もありますので、一度、グリホ

サートの混入について、ことしきちんとし

ていただいて、検出されれば、国産の小麦

でのパンに変える手だてをとっていただ

きたいと思います。その点について、もう

一度お聞かせください。 

 トイレと照明の工事の時期については

わかりました。計画がありますが、できる

だけ早く実施していただくようにお願い

をしておきたいと思います。 

 あわせて、要望としておきますけれども、

災害時の避難所となる体育館のエアコン

の設置、それから体育館や校舎内の非構造

部材、地震によって倒壊してしまえば避難

所としても使えませんので、その点の耐震

化についても計画を立て進めていただく

ようにお願いをしておきたいと思います。 

 会計年度任用職員についてはわかりま

した。読書サポーターや小学校１年生の学

級補助員、障害児童支援員、減額になって

いるけども、人数が減っているというわけ

ではなくて、それぞれの学校の状況に応じ

て活用できる教育活動支援員という方で

補われているということでありますので、

人的補償を引き続き確保していただきた

いと思います。 

 学力向上について、学力テストは小学校

６年と中学校３年でやり、摂津市の学力定

着度テストは小学校１年から小学校６年
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までやっています。中学校１年から中学校

３年まではチャレンジテストをやってい

ます。チャレンジテストの中学校３年生の

結果と全国学力テストの中学校３年の結

果、学力定着度テストの小学校６年の結果

と全国学力調査の小学校６年の結果、また

今後、中学校のチャレンジテストも小学５、

６年にまで拡大するとのお話があって、い

ろんな機関でテストがあって、その違いが

わからないですよね。これは大阪府や全国

のものであっても、きちんと絞って説明で

きるものをやっていただきたいというこ

とは申し上げておきたいと思います。 

 それから、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾について

はわかりました。 

 本来、義務教育で学力保障をすると。学

習支援は教室の中でやれるにこしたこと

はありません。同時に、貧困家庭への学習

支援であるという点で言えば、実際に受け

たいというお子さんのお話も聞いたこと

もありますので、少人数学級を実現して、

学校の中できちんとしたことをやるべき

だということを申し上げながら、摂津ＳＵ

ＮＳＵＮ塾については推移を見守ってい

きたいと思います。 

 それから、少人数学級については、すぐ

に実施ということにはならないのかもし

れませんが、大阪府のそういった施策を活

用しながら、必要なところには市独自で雇

用をして、少人数学級をしていくというこ

とも必要ではないかと思います。講師不足

の中で、休んでいる先生の欠員補充が現段

階でも小学校で３人、中学校で一人、４人

の方が不補充の状態で終わってしまった。

２週間以上、欠員のままの状況になってい

る学校がたくさんあるという状況があっ

て、やはり人的パワーというのが重要だと

思います。そういう意味では、先生をふや

して、問題のある学年であるとか、学習面

での向上のための工夫をする大阪府の施

策とともに、市独自でも必要に応じて、そ

ういった対応を決断しなければいけない

と思います。国に対して毎回、都市教育長

会議の議題として申し入れしていただい

ているのはよく理解しておりますが、遅々

として進まない中で、子どもは毎年毎年成

長していってしまいます。待ったなしだと

思いますので、その考えについても、教育

長のご見解をお示しください。 

 それから、新型コロナウイルス対策です。 

 ４月から新学期がスタートします。新型

コロナウイルスの感染予防については、ま

だどうなるものかわからない状況にあり

ます。３月２日からの休校は２月末に突然

発表されて、大変な混乱を来しました。現

段階では、既に休校となっている中ですか

ら、４月以降、もし休校が続くのであれば、

子どもたちの居場所であるとか、学習面で

あるとかいうのはきちんと考えて、計画を

立てていくべきだと思います。できるので

あれば、子どもや児童・生徒や学校関係者

で感染者がいない場合は、ちゃんと学校を

開くという決断も自治体独自として考え

られると思いますし、学校で受け入れるだ

けであれば、調理員の雇用の問題も含めて、

学童を含めて、安全な給食を提供していく、

そして親の援助もしながら感染予防をし

ていくということも選択肢だと思います

ので、その点の検討をしていただきたいと

思いますが、どうなるのか、これも一回、

教育長に聞かせていただきたいと思いま

す。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 先ほど安藤委員の発言

の中で、中学校給食のデリバリー選択制に

対しての施策を、市長選挙があるので、今
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のうちから決めたら選挙によってどう変

わるかわからんという発言がありました

けど、しかし、そんなことを言ったら全て

の行政としての予算が立てられない状況

になると思いますので、委員長のほうから

しっかりと精査をお願いしたいと思いま

す。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員、この令和

２年度の予算につきましては、ほかの債務

負担行為もございますし、また９月以降の

方針についても決めていく場でございま

して、中には政治的な決断を伴ったものも

あるわけです。そういった状況を踏まえて、

予算としてどう考えるのかということに

ついて、きょうは質疑をしていただくとい

う場でございます。 

 教育長におかれましては、市長選挙があ

るからということではなくて、中学校給食

を今まで行ってきた中で、いろんな議員か

らまたいろんな問題提起もされてきたこ

とについて、しっかりと、どれほど整理で

きたのか。なぜ今この時期に債務負担行為

をしたのだということについての観点か

ら答弁をいただきたいと思います。あくま

でも選挙ではなくて、タイミング的な問題

としてどうなのかということについて答

弁をしていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、当初予

算にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、無償化について、副食費を無償化

した場合の費用というところでございま

す。こちらにつきましては、計算しますと

１億１，５００万円ほどというところでご

ざいます。 

 二つ目、市で独自減免している部分で、

市が負担している費用でございます。こち

らのほうが９，０００万円ほどということ

でございます。 

 認可外で基準を満たさない園を無償化

の対象外とする条例化についてでござい

ます。こちらにつきましては、その園が基

準を満たしているか、満たしていないかと

いうのは、本市のホームページにも載せて

おりますし、各市町村でも公開していると

いうところでございますけれども、今後、

近隣市の条例化の状況も見ながら、また検

討していきたいと考えております。 

 次、施設整備についてでございます。 

 令和２年度に施設整備をするときに、選

定基準は設けるのかというところでござ

います。現状、株式会社のほうでも市内の

ほうで認可保育所、それから小規模保育事

業も運営していただいております。特に株

式会社だからといって、問題なく運営され

ているというところでございます。 

 保育の実績というのは求めていきたい

ところなのですけれども、選定については、

子ども・子育て会議でのご意見も伺いなが

選定していきたいと考えております。 

 次、せっつ幼稚園の民営化のスケジュー

ルでございます。 

 先ほどもお答えさせていただきました

けれども、昨年１０月に令和２年度の入園

説明会を開催しております。その場でも、

一定保護者の方に説明させていただいて

いるところです。 

 令和２年度には、夏ごろまでに引き継ぎ

の法人を選定していきたいと考えており

ます。秋にまた令和３年度の入園説明会を



- 47 - 

 

させていただくのですけれども、そのとき

には、引き継ぎの法人も紹介しながら説明

していきたいと考えているところでござ

います。 

 次に、子育て総合支援センターの認定こ

ども園化についてでございます。 

 子育て総合支援センターにつきまして

は、現在定員が１３０名というところで、

保育所として運営をしております。 

 認定こども園化に移行するというとこ

ろで今、予定をしておるのですけれども、

そのメリットとしては、やはり保育を必要

とする要件がなくても利用できるという

ところであると思います。何らかの理由で

保育の要件がなくなった場合も、同じ園で

通い続けることができるということで、子

どもの環境にとっても良いことだと思い

ますし、保護者も安心して預けていただけ

ると考えているところでございます。 

 今のようなちょっと弾力運用は難しく

はなるのですけれども、せっつ幼稚園の民

営化、それから新たな施設整備等で安威川

以北の保育定員の増加は図っていく予定

でございます。 

 病児保育についてでございます。 

 計画に示している量の見込み７８６名、

それから確保の内容が９６０名という内

容でございます。こちらのほうは、病後児

保育の定員が今２名ございます。あと、エ

キスポキッズにつきましては、定員が９名

というところなのですけれども、吹田市と

そのほかの市町村も利用されるというと

ころで、一応そこで２名の利用を見込んで

おります。この４名掛ける２４０日で年間

９６０という確保を見込んでいるところ

でございます。 

 最後、鳥飼教育・保育施設の再編につい

てでございます。 

 令和２年度はまだ調査段階でございま

して、設計段階に入った際には、必要に応

じて現場の保育士、それから幼稚園教諭の

声や子ども・子育て会議にご意見をいただ

いたり、あと地域の方の意見も伺いながら

検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、子どもの

貧困についてでございます。 

 現在、委員がおっしゃいましたように、

内閣府において調査項目を今、作成するこ

ととなっております。それをもとに来年度

以降に実施することを検討している全国

調査、その調査方法についても国において

実施していくのか、各市町村で実施してい

くのか、そこも含めて現時点では未定にな

っていると聞いておるところでございま

すので、その動向もしっかりと見きわめな

がら、また子ども・子育て事業計画につき

ましては、中間点の見直しというのもござ

いますので、必要に応じて取り組んでいき

たいと考えておるところでございます。 

 それと、学童保育についてでございます。 

 学校、学童、家庭との連携というところ

で、現状につきましては、その日に気にな

る児童がいましたら、学校であったこと等

について指導員のほうに伝えていただい

て、指導員についてもそのことについて気

を配りながら保育をすると、また、学童で

あったことについても学校の先生に気に

なることについては連携をして、伝えてい

る状況でございます。 

 また、家庭においても連絡帳にその日に

あったことを記入するとか、またお迎えの

ときにお伝えするとか、そういう方法で学

童との連携を現在しておるところでござ

います。 
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 やはり支援する側の情報共有というの

は子どもの成長にとってとても大切なも

のと考えておりますので、今後もその連携

をしっかりと図ってまいりたいと考えて

おります。 

○嶋野浩一朗委員長 木下課長。 

○木下家庭児童相談課長 児童虐待の流

れについてご答弁を申し上げます。 

 児童虐待につきましては、児童虐待防止

法に基づいて対応を行ってきております。

同法におきましては、通告受理機関につき

まして、児童相談所及び市町村と規定され

ておりますけれども、このうち、市に入っ

てまいります通告につきましては、保育所

や幼稚園、学校等の子どもに関する機関が

半数以上を占めております。 

 市で通告を受けた場合、通告内容を確認

した上で、庁内の関係各課が持っている世

帯の情報を収集いたしまして、家庭に潜ん

でいるリスクを検討した上で対応方法を

決定してまいります。 

 学校等からの通告の場合には、教職員や

保育士などに子どもの聞き取りを行って

いただきまして、行政と情報を共有しなが

ら対応方法を検討していきますけれども、

リスクが高いと判断した場合については、

市職員等も共同して対応を行っておりま

す。また、生命に危険が及ぶと思われる事

例につきましては、重篤な場合は児童相談

所、大阪府の場合は大阪府子ども家庭セン

ターと呼んでおりますけれども、こちらに

も協力を求めてまいります。 

 最終的には保護者の指導を行いますけ

れども、このようなご家庭におきましては、

経済的な問題や保護者の精神的な不安定、

ＤＶなどのさまざまな課題が潜んでいる

ことも多く、継続した支援に努めていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 それでは、中学校給

食についてでございます。 

 経済的な理由で食べられない子どもに

対して、どうしていくのかということでご

ざいます。経済的な理由でお昼ご飯が食べ

られないということでございますが、恐ら

く給食だけではない、お昼ご飯だけの問題

ではないのかなと思っております。きっと

ほかにもさまざまなサインが出ており、学

校の先生方や、先ほども申しましたが、ス

クールソーシャルワーカーの皆様もかか

わっておられると思います。私ども、これ

までは話を直接聞くことがなかなか、でき

なかったところもございますが、次年度に

つきましては、アンケートを含め、ソフト

面でもいろいろと見ていきたいと思って

おりますので、その点についても今後検討

してまいりたいと思っております。 

 次に、食材についてでございます。 

 大阪府内市町村の給食のパンにつきま

しては、大阪府学校給食会より納入してお

ります。大阪府学校給食会においては、パ

ンに使用している小麦粉が外国からの輸

入の小麦粉を使っているところでござい

ます。府の学校給食会としては、小麦につ

いては残留農薬検査を行ってはいるとこ

ろではございますが、グリホサートについ

ては行っていないということでございま

す。 

 しかしながら、海外より国内に輸入され

る折に、小麦については国が検査をしてお

り、その中にこのグリホサートについても

検査項目に入っておるため、その検査に合

格した小麦を製粉した小麦粉でつくって

おられるという回答でございました。 

 ちなみに、国産のパンというのは無理な
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のでしょうかというお問い合わせもさせ

ていただいたのですけれども、国産の小麦

自体の生産数がなかなかないということ

で、府下全てに行き渡るまでの量は難しい

と、価格についてもかなり高いという回答

でございました。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 まず、中学校給食につい

ての債務負担行為を新年度予算に上げさ

せていただいた点でございますけれども、

今後、我々としましては、現在実施してお

ります中学校給食に係る調査・実態・結果

を踏まえまして、また、子どもたちの実態

把握等もして、今後の方向性を議論してい

く必要性があると思っております。 

 先ほど申し上げましたとおり、これは総

合教育会議等を経て、やはり市としての方

針として決めていただかなければならな

い、そのためにはある一定の時間も必要だ

ろうと思っておりますし、もし仮に大きな

方針変換をするとしても、施設設備の基本

設計、実施設計、工事等を考えますと、相

当年限の期間が必要になるものと思いま

す。 

 そういう中で、やはりデリバリー選択制、

学校給食ですけれども、中断するわけには

いきませんので、やはり継続して実施する

ためには早目早目の対応が必要となると。 

 なぜ１０月じゃないのかというご質問

に対しましては、先ほど担当課長のほうか

らもありましたけれども、前回１０月で募

集したところ、１者しか応募がなかったと、

またその際聞いたら、やっぱり業者として

も、４月の段階で次年度の予定なり、計画

なりを立てたいという思いがあるという

ことですので、そういう意味で子どもたち

にとってよりよりデリバリー選択制の中

学校給食が実施できるためにも、４月の時

点で、できれば複数の業者に応募していた

だける期間で実施したいということで、新

年度予算で債務負担行為を上げさせてい

ただきました。 

 続きまして、少人数学級編制についてな

んですけれども、これも、これまでからご

答弁申し上げていますけれども、少人数学

級編制の、いわゆる３５人学級編制の効果

につきましては、残念ながら定量的な効果

というのは明らかになっていない現状が

あります。 

 ただ、定性的な、先生方がしっかり子ど

もを見てくれるようになったとか、そうい

う感想はたくさんいただいておりますの

で、私どもとしても、そういう意味で３５

人学級編制の実施に向けて強く要望して

いるわけでございますけれども、やはり近

隣他市の実践市の教育長なんかにお話を

伺いましても、コストの問題でありますと

か、あるいは市単独で採用しなければなり

ませんので、採用する事務的な事務処理の

問題、それから３５人学級というのは毎年

の子どもの数で、そこの学級に３５人以上

になるかならないかで配置するかしない

かが変わりますので、大きな市ですと一定

どこかに配置できるのですけれども、やっ

ぱり小さな市ですと、去年採用したのに翌

年には配置するところがないということ

も起こりかねませんので、そういう事務処

理の問題もありますので、今のところ、市

単費での３５人学級の実施については考

えておりませんが、引き続き強く国・府に

要望していきたいと思っております。 

 それから、新型コロナウイルスにつきま

しては、これはご指摘のとおり、できるだ

け早く考えていきたいと思っております。 

 ただ、実際のところ、教育委員会として
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判断できる情報をなかなかいただけない

という状況ですので、マスコミの報道であ

りますとか、あるいは府からの情報等をも

とに考えていかなければならないと思っ

ておりますが、ご指摘のように、４月当初

の入学式をどうしていくのかとか、そうい

ったことについては、できるだけ早く考え

ていきたいと思います。 

 ただ、これにつきましては、市全体での

取り組みにも関係しますことから、本部長

の市長を含めた新型コロナウイルス対策

本部会議を毎回開催しておりますので、そ

の中で教育委員会として意見を申し上げ、

市として決定していくと、そういう形で今

後、取り組んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 ３回目の質問をします。 

 無償化につきましては、金額を計算して

いただいてお示しいただきました。副食費

を全額見ようと思えば、これだけの費用も

かかる、自治体によったら交付金であると

か、負担金の額が非常に大きいので、それ

を副食費の無償化に充てたりということ

で活用されている例はありますので、それ

と全く同じようにやれということは申し

ませんけれども、やはり無償化は経済的な

負担軽減という趣旨からすると、減免の範

囲を広げるなど工夫の検討をしていただ

きたいということは要望しておきたいと

思います。 

 それから、認可外保育所の件についても、

近隣他市の状況を見ながら検討というこ

とでありました。やっぱり摂津市だけが条

例をつくっても、やっぱり広く近隣と足並

みをそろえるということは大事なことだ

と思います。お隣の吹田市でも条例がつく

られ、茨木市でも１年の猶予つきで条例も

つくられていますから、そういう意味では、

吹田市、茨木市と足並みをそろえる点では

条例化をして、北摂のまちから認可外保育

所の劣悪な環境をいいものにしていくた

めの、無償化からの排除だという立場で、

北摂から大阪府内へ、全国へと広げること

を考えていただきたいと申し上げておき

たいと思います。 

 それから、待機児童の問題です。 

 今度の民間の施設を安威川以北に誘致

したいということ、もしくは、せっつ幼稚

園の民営化をする上で株式会社も排除し

ないというご答弁だったのかなと思いま

すが、ちょっと違うのであればまた言って

いただけたらと思います。株式会社そのも

のの存在が悪いということではありませ

んが、株式会社の存在理由というのは、や

っぱり株主への配当です。コストの削減を

することによって利益を上げて、次の生産

にお金を回していくという。 

 子育て支援の保育所の事業というのは、

子どもの利益を最優先に考える事業であ

りますから、利益が仮に上がったとしたら、

子どもの環境改善のために使ってほしい

が、それがその会社の利益となり、株主へ

の配当に回ってしまう、もしくは赤字の穴

埋めに回ってしまうということになった

ときには、非常に問題が大きいと感じます。

私も株式会社はなじまないということで、

さまざまな民営化をされる場合でも、少な

くとも営利目的でない社会福祉法人など

にすべきだというのを言ってきておりま

す。きちんとした認可保育所を誘致して、

これから長いことおつき合いをしていこ

うということでありますから、株式会社は

団体の性格からしてなじまないというこ

とを申し上げておきたいと思います。 
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 それから、子育て総合支援センターの認

定こども園化です。現に今、安威川以北で

は、保育を必要としている人が子育て総合

支援センターに入所できていないのです。

今入っている人が保育が要らなくなって

も、そのまま園でいられますよというのと

はちょっと次元の違う話で、子育て世代に

とってみて保育所が持っている役割から

いえば、保育を必要としている人たちに応

えていくということでありますから、保育

所で１号も受け入れられますよというこ

とは、やっぱり理由としては非常に説得力

がないなと思います。 

 仮に認定こども園化をしていくのであ

れば、認定こども園で１号認定の枠を設け

ながら、２号、３号の保育を必要としてい

る子どもたちの受け入れ枠をふやす努力

というのをやるべきだと思うのです。 

 民間で二つも園を誘致して、民営化もし

ていくということでありますが、公立の子

育て総合支援センターの横にある旧三宅

小学校の元体育館は、子育て総合支援セン

ターの遊戯室として活用されています。グ

ラウンドもありますし、耐震補強工事を施

された建物もあります。その跡地の活用に

ついては、教育委員会だけで考えられるこ

とではないのかもしれませんけれども、地

域の広場や、子育ての拠点としては、考え

られないでしょうか。 

 現に待機児童の多い中で、公立として待

機児童を受け入れられるということでい

えば、認定こども園化するならして、２号、

３号の受け入れをすると。手狭な、子ども

たちがひしめき合うところではなくて、も

う少し広い、安全な環境を整備するという

ことをやはり検討していく必要があると

私は思いますので、これは意見として申し

上げておきたいと思います。 

 民間保育所にどんどんシフトしてきて

います。三位一体改革によって、保育の国

庫補助が一般財源化するなどで公立保育

所を増設や新設しようとしても、補助金が

ない、民間でやってもらうほうが財政的な

メリットもあるということで、どんどん民

営化が進められてきました。 

 しかし、やっぱり公立保育所の存在とい

うのは非常に重要だと思います。 

 しかも、基本は摂津市が負担した部分は

交付税参入されるわけですから、そういう

面でいえば、プラスマイナスでいえばそん

なに大きな損失にはならないという考え

方もできます。その点は公立保育所の施設

を守っていく立場に立つべきではないか。 

 特に申し上げておきたいのは、民間保育

所だからとって、保育士不足を解消できる

というわけではないというのが、共通認識

だと思うのです。 

 摂津市の都市公園である山田川公園を

潰して民間の認定こども園として１５０

人定員で募集して、２団体の中から選ばれ

た社会福祉法人が開園されています。１５

０人の定員が、最初は保育士が集まらない

から４０人の定員で始まりました。その次、

去年の４月は８０人、ことしの４月は１２

０人です。１５０人の約束で募集をしてお

きながら、今も１２０人です。今度２園で

５０人規模の定員をふやしたいとおっし

ゃいましたけれども、都市公園を潰して提

供した認定こども園が３０人も、当初のプ

ロポーザルの約束が果たされていないの

ですよ。当初の１５０人の約束が果たされ

れば、あと２０人の小規模で補えるじゃな

いですか。 

 それは、そこの園そのものだけの問題で

はないです、保育士の不足というのは、全

体の問題ではありますけれども、公の施設
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を提供して約束をしたものが、保育士不足

だからできませんでしたということが続

くのであれば、それはやっぱり公的な責任

を考えたときには、民間ばかりにお任せで

きないのじゃないかという思いを私は持

つわけです。 

 そういう意味では、新しく公立保育所を

つくれと言っているわけじゃないのです。

今ある公立園をしっかりと守り、維持して、

一時的に子どもたちの数がふえ、いずれは

少子化で減っていくといったときにも柔

軟的に対応できるのは、やっぱり公立の施

設だと思うのです。老人施設への転用も可

能なわけで、そういう意味では、今こそ公

立の役割を発揮すべきだということを、私

の意見として申し上げておきたいと思い

ます。 

 病児保育等については、計画もあります

し、なかなか受け入れられる施設が少ない

中ですけれども、期待も多いものですし、

やっぱり病児・病後児、働く女性がふえて

いく中で、大事な保育施設ですので、拡大

に向けて引き続き頑張っていただきたい

と思います。 

 具体的に計画の進行管理のほうもきち

んとしていただきながら、できないならで

きないなりに、一歩でも前に進むような取

り組みをしていただきたいと申し上げて

おきます。 

 認定こども園のほうについては、要望で

先ほど申し上げたと思います。 

 鳥飼については、地域の方々の声もちゃ

んと聞きながら進めていただきたいと思

います。 

 貧困対策です。 

 今、お示しいただいたように、国のほう

が実態調査のやり方、指標等を検討してい

るということです。それに基づいて調査を

して、その上に立って目標値を立てて、子

どもの貧困対策計画として子ども・子育て

支援事業計画にも盛り込み、場合によった

ら、支援事業計画についても、中間見直し

等で見直しの検討をしていただくように

求めておきたいと思います。 

 学童保育についてです。 

 保育の質の向上に向けていろいろな取

り組みもされるし、民間委託園については、

もう既に予算を組んで事前の準備、引き継

ぎ業務をやっていただいているというこ

とであります。 

 やっぱり保育士もそうですし、学童の指

導員もそうですけれども、その専門性や、

地域との関係などの継続性や、子どもの命

を預かるという責任の重さからいって、余

りにも社会的な待遇が低い、処遇改善とい

うのは本当に避けては通れない問題だと

思います。 

 摂津市の指導員も、頑張れば正規の指導

員になれるというような展望を持てるか

どうかというのにもかかわってくると思

うのです。どんどん民間委託がされていけ

ば、登録で週に３日か４日、あいている時

間に入るパートの指導者も大事ではあり

ますけれども、基本子どもたちとしっかり

接していく上では、正規の指導員をふやし

ていく、技量を持った人たちをふやしてい

くという、そういった努力がなければ、や

はり指導員が集まらないという悪循環を

生むと思いますので、技量のアップととも

に処遇改善について、努力はされているか

と思いますけれども、処遇改善を図ってい

ただきたい。 

 保育士の場合、不十分であるけれども、

処遇改善等の交付金等が出たりしますけ

れども、学童保育の場合は国からの補助金

が少ない中だと思います。新型コロナウイ
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ルスの件に関しても、やっぱり学童保育の

役割の重大さ、責任の重さというのを感じ

ますので、市としてもそういった共通認識

に立っていただいて処遇改善を図ってい

ただきたいと思います。 

 それから、児童虐待について。 

 本当に守られるべき子どもの命、尊厳を

社会で、地域で、みんなで見守っていくと

いうことが今、本当に問われていると思い

ます。 

 同時に、数年前に大阪市内で、小学校開

設でいろんな物議をかもした学校法人が

経営されていた幼稚園がありました。そこ

の園内で幼稚園教諭が小さい子どもたち

に暴言を吐いたり、心ない行動、乱暴を働

いたりしたことが少しずつ明らかになっ

て大問題になりました。 

 結局、障害を持っておられる支援児の数

を過大に申告したことなどがあって、廃園

か何かになったかと思いますけれども、同

じようなことが近くで起きないとも限ら

ないと思うのです。 

 とりわけ、保育園・幼稚園ですと、お子

さんが小さいですから、何かされたとして

も上手に親に報告することができない、心

の傷として残っていく。保護者のほうも、

気づいたとしても証拠がないし、それにつ

いて仮に園に言ったとしても、うやむやに

されたり、場合によったら仕返しをされた

り、子どもに何か当たられたり、やめさせ

られてしまうかもしれないといういろん

な不安から、放置せざるを得ない状況も起

こり得るのではないかと思うのです。 

 それは、やはり園にとってみても、子ど

もにとってみても、地域にとってみても、

きちんと正していく必要があるし、それが

子どもの尊厳を守るということになって

いくと思います。 

 民間園であれ、公立園であれ、仮にそう

いったことが起きたときに、保護者の方々

が、名前を出すのはちょっと怖いなと思っ

たときでも安心して相談ができる窓口と

か、体制というのは、非常に重要だと思う

のです。 

 摂津市の、今のいろいろな保育施設や幼

稚園など、そういったケースが起きたとき

に、安心して相談ができる窓口があるのか。

それは、やっぱり公的な責任として摂津市

が担わなければいけない仕事だと思いま

すけど、その点はどうなっているのか、ち

ょっとお聞かせください。 

 中学校給食です。 

 教育長からもご答弁いただきました。 

 いろんな考えがあって当然だと思いま

すし、長年、大阪はお弁当でやってきてお

りますから、それを乱暴に変えるというこ

とではないとは思いますが、いろんな議論

をしていく中で、情報もきっちりお示しし

ていく中で、私は、やはり小学校と同じよ

うに自校調理で全員で食べられる給食を

提供するべきだと考えます。 

 先ほど三好委員の質問に対して、教育長

が、中学校に上がったら、小学校時代のよ

うなアレルギー対応で皆と違う給食でな

くなると吐露したということをおっしゃ

いましたけれども、そういうことが事実で

あるのだったら、小学校給食のアレルギー

対応に配慮が足りないということであっ

て、そういうことがない体制をきちんとと

るべきだと思いますので、その点は検討し

ていただきたいなと思います。 

 いずれにしても、２０２０年度はデリバ

リー選択制であり、今後その先については

債務負担行為で３年間の契約をするのだ

ということであるならば、先ほども申し上

げたように、デリバリー選択制の中でも、



- 54 - 

 

本当に必要とされているところに必要な

給食が届くように、アンケートなり、現場

での声を聞き、また、子どもと寄り添って

いるスクールソーシャルワーカー、地域の

指導員たちと協働して、漏れのない給食を

提供していっていただきたいと申し上げ

ておきたいと思います。 

 給食の食材についてです。 

 大阪府の学校給食会に問い合わせをい

ただいたら、輸入小麦による学校給食パン

だったということであります。やはり国産

小麦でつくったパンにしようと学校給食

会が決断することによって、国産小麦の農

家を勇気づけて、安全な国産小麦の生産を

ふやすことにもつながるということをお

っしゃっている方もいらっしゃいます。 

 そういう意味では、府を挙げて、子ども

たちに発がん性の高い物質、世界中で使用

禁止になっているグリホサートが入って

いる危険性があるというパンを提供し続

けるというのは、やはり問題だと言わなけ

ればならないと思います。 

 パン食がふえていく中で、小さい子ども

たちがそういった輸入のパンを口にして、

ずっと生活をし続けることについて、危険

の可能性が高いものは、やっぱり排除する

ように、学校給食パンを国産のパンに切り

かえていくように、摂津市独自でも切りか

えるように強く求めておきたいと思いま

す。 

 学力向上についてでありますが、いろん

なテストをやっておられます。小学校で英

語教育も新たに始まっていく中で、子ども

読書活動推進計画も発表されましたし、ま

たは「ＤＲＥＡＭ」も活用されてきていま

す。 

 学校の中でもいろんな課題をすき間の

時間に入れていく中で、子どもが自由に遊

んだり、先生と触れ合ったりする時間がな

くなっていってしまうのじゃないかと。そ

うした中で、毎年決まった時期にテストで

使うだけの時間をとるほど意味があるの

かと、私は非常に疑問だなと思っておりま

す。精査をした学力調査と学校の先生が行

う単元テスト等で学力定着度を図るべき

だということは、改めて申し上げておきた

いと思います。 

 少人数学級については、教育長からもご

答弁がありました。採用の継続性の問題、

事務の問題についておっしゃいました。そ

れはもう本当におっしゃることはよく理

解できます。 

 理解はできますが、一度にということで

はなく、小さな市でも順次、できるところ

から採用していくと、大阪府の制度も使い

ながら、国の制度を変える声も引き続き上

げて、いろいろ工夫していただきたい。学

校の先生たちが教員魂を発揮して、自分た

ちの努力と犠牲の上に立ってやるものと

いうのは、やはり必ずひずみが出てきてし

まうというのは、長時間労働であるとか、

先生たちのいろんな諸問題からも明らか

でありますから、そういったところのバラ

ンスもとりながら、検討を続けていってい

ただきたいと要望しておきたいと思いま

す。 

 新型コロナウイルスの問題については、

早目に全市的な計画等を立てていただき

たいと考えます。何よりも子どもたちが１

か月ずっと家に閉じこもらなければなら

ないということ自体、非常に問題でもあり

ますし、その親御さんにとっても心配も多

いです、経済的な活動にも支障が出てきま

す。これは国全体の問題でありますけれど

も、もちろんパンデミックを起こさないと

いうのが一番でありますけれども、その条
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件の中で、子どもの利益を優先させて対応

してもらうように、早目の検討と計画を立

てていただくようにお願いをしておきま

す。 

○嶋野浩一朗委員長 それでは１点、答弁

お願いいたします。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 保育所や幼稚園

での相談についてでございます。 

 まず、私立の幼稚園につきましては、認

可権限が大阪府でございます。基本的には

相談等は大阪府になります。保育所や認定

こども園につきましても、認可権限が大阪

府でございます。 

 一方、保育所等の給付の確認の権限は市

にございます。大阪府では、認可基準に従

って運営できているかどうかというとこ

ろの監査を行いまして、市としては、施設

等利用給付に適合した施設であるかとい

うところの指導監査を実施しているとこ

ろでございます。 

 公立の保育所や幼稚園ですけれども、当

然市のほうで相談いただくことになりま

す。 

 民間園での苦情等につきましては、基本

的には各園で設置していただいている第

三者委員会に相談していただくことにな

るかと思います。 

 もし、市のほうに相談があった場合は、

こちらのほうでも対応させていただきま

す。事実確認を行いまして、改善すべきと

ころがあれば、民間園に対して指導を行っ

ているというところでございます。また、

指導を行う際には、認可権限がある大阪府

とも連携をしていく必要があると考えて

おります。 

 いずれにしましても、本市の保育の質の

向上を図るため、民間園に対しては、必要

に応じて市で監査を行っております。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 大阪府がいろいろ認可で権限を持って

いたりというのはありますけれども、やは

り日常的に摂津市の子育て支援において

は、公立園、民間園ともに、摂津市の就学

前教育の手引きなどを共有しながらやっ

ておりますし、摂津市の子どもたちの成

長・保育なども、保育連盟であったりとか、

子ども・子育て会議の中で摂津市の教育行

政、保育行政にも大きな役割も果たしてお

られる関係性は重要だと思います。 

 そうした施設の中で、仮に保育士による、

もしくは幼児教諭による暴言なり、許され

ない人権侵害等が起きたとき、やはり第三

者委員会があると言われても、外から見た

ら第三者としてはみなせないような方々

であれば、相談には行けないですよ。やは

り公的な第三者機関がある、もしくは指導

性の発揮できる、摂津市がきちんと相談を

聞くということを告知して、何かあったら

対応をする。早目な対応こそが園にとって

も、保護者にとってみても長い目で見れば

非常に大事なことだと思うのです。 

 やはり保護者は不安です。小さいお子さ

んを持つ、まだ子育ての新米ママたちが一

生懸命働きながら園に子どもを預けてい

る中で、子どもが帰ってきたら様子がおか

しいとか、園に行きたがらないということ

はあると思うのです。１日、２日ならいい

けれども、継続してそういうことが起きた

場合に、何かあるのではないかと思います。 

 いろんな情報交換は、公立保育所であれ

ば保護者会などがあって、情報共有をした

りして保護者会として対応することがで

きても、保護者会がなくて孤立しがちな施

設であれば、泣き寝入りをしてしまう。泣
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き寝入りは、すなわち子どもの成長を阻害

してしまう、もしくは、心に大きな傷を生

んでしまうということになりかねないこ

とでありますから、私は、市として、きち

んとした窓口対応ができるということを

告知する、何かあったときには指導なり、

援助をする。園の問題や、保育士の問題で

あれば、そこにどんなものが隠されている

のか、園と一緒になって共有しながら改善

を図らせるという立場で、摂津市内で長年

共有してきた法人との間において、やらな

ければならないことだと思うのです。 

 なかなか相談に行っても、うやむやにさ

れてしまいかねないという不安もつきま

といます。冷静にアドバイスもし、きちん

と対応するためには、やっぱり摂津市が、

行政が対応するということをきちんと明

確にするべきだと思いますが、もう一回ご

答弁いただきたいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 当然市のほうに

相談があった場合は、必要があれば指導を

行っていくという姿勢は、これまでも取り

組んでまいりました。 

 今後につきましても、相談を受けた場合

は、迅速に対応してまいります。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長、今までも

相談があった場合には市として受けて、乗

っていくということなのですけれども、質

問者がおっしゃっているのは、いかに悩み

を抱えた方が市に相談しやすい環境をつ

くっていくのかというところが一つのポ

イントだと思いますので、その辺について

の考え方、もし可能であればご答弁いただ

けますか。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 これまでも小さ

な相談、いろいろな苦情も受けてきており

ます。その都度、対応しておりまして、一

定市のほうに相談するということは、周知

できているのかなと考えております。 

 そういった何かあった場合は、市に相談

くださいということを、どういった形で周

知するかも含めて、ちょっと検討していき

たいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 このぐらいにしておきた

いと思いますけれども、基本は、やはり保

護者と園との信頼関係が大事であって、第

一は、やっぱり先生に相談するとか、園長

先生に話をすると、もちろん園の中に、も

しなければ、こういった第三者委員会があ

りますということも、きちんとわかりやす

いところに提示をしていく。それでは不安

だなという方にとってみて、市がそういっ

た相談に乗ってくれるのだよということ

も、きちんと知らせておくということは大

事だと思います。 

 何でもかんでも市ということではない

ですし、市に来たときに、まず園長先生と

話をしてみませんかというアドバイスを

持てると思うのです。これがやはり公立の

保育所も持って、また、子育て支援を長年

やってきた行政としての責任の果たし方

の一つだと思いますので、その点はちょっ

とよく研究もしていただいて、子どもに対

する虐待を防止するという観点から、検討

をしていただきたいと思います。 

 終わります。 

○嶋野浩一朗委員長 ほか、ございますか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、私のほうから

は質問ではなしに、意見としてお話をさせ

ていただきたいなと思います。 

 昨年９月の広報で募集をされておられ

ましたけれども、見守りボランティアの件
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でございます。 

 実体的には、そういう登録をしていただ

いている方の人数は少し低迷をしている

と感じておりますので、その辺の要望も含

めてなんですが、現場的には、散歩しなが

らであるとか、地域での日常生活の中で活

動をしながら、このボランティア的な活動

をやっていただいているというふうに、私

も思っております。 

 そういう中でありますが、この登録とい

う面は、少しハードルを感じておられる部

分もあるのかなと思いますが、「ああいう

人がいてくれるから、地域の安心・安全と

いうのは守られているのだろうな」という

ご意見もお聞きしたこともございます。そ

ういう意味では、やはりこの見守りボラン

ティア登録をしていただいている方々を、

少しでもこの市内でふやしていただける

取り組み、情報発信をしっかりとやってい

っていただければなということで、これは

要望として話をさせていただきたいなと

思います。 

 次に、ファミリーサポートセンター事業

です。 

 これは、依頼会員とか、また援助会員と

か、両方会員というパターンで、かなり前

から取り組みをしていただいて地域の子

育てが助かっているなという声もかなり

聞いているわけでございますけれども、援

助会員が伸びていないという認識も持っ

ております。 

 自分の自宅での見守りでさまざまな条

件、特に新型コロナウイルスの関係におき

ましては、自分で発症したり等の心配もあ

って、この援助ができないような、そうい

ったことにもつながっているのかなとは

思います。こういう援助会員、また両方会

員も含めて、やはりこれから地域の中で、

もし何かがあったときに即座の対応がで

きる面も踏まえて、募集もしていただきな

がら人数をふやしていき、地域の安心・安

全を高めていく、そういう観点からも、こ

れからもしっかりとまた取り組みをして

いただければなということで、この２点だ

け私のほうから意見として申し上げてお

きたいなと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○嶋野浩一朗委員長 本日の委員会はこ

の程度にとどめて、散会いたします。 

（午後４時２４分 散会） 
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